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 令和７年３月１０日（月）午前１０時開会 

○森  博孝委員長 ただいまの出席委員は７名であります。 

  よって、出席委員は定足数に達しており、会議は成立いたしますので、これより

総務建設常任委員会を開会いたします。 

  開会に当たりまして、宮本市長の御挨拶を願います。 

○宮本市長 おはようございます。委員各位におかれましては、早々に御出席賜り、

誠にありがとうございます。 

  総務建設常任委員会に付託されました案件は、承認第１号、専決処分の承認を求

めることについて、すなわち令和６年度門真市一般会計補正予算（第１２号）中、

所管事項についての外１８件となってございます。慎重に御審査の上、御決定賜り

ますようお願い申し上げ、開会の御挨拶といたします。本日どうかよろしくお願い

いたします。 

○森  博孝委員長 審査に先立ち、委員並びに理事者の皆様に申し上げます。発言

に当たっては、私から指名後、起立し、質疑等は項目をまとめて明瞭簡潔に、また、

答弁に際しては、所属、職位等を発言の上、明瞭簡潔に行っていただきますようお

願いいたします。 

  これより本委員会に付託されました１９議案を議題といたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 それでは、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて、

すなわち令和６年度門真市一般会計補正予算（第１２号）について中、所管事項を

議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより承認第１号中、所管事項を採決いたします。 

  本件は承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって承認第１号中、所管事項は承認すべきものと決し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第１号、旧門真市立北小学校解体工事請負契約の締

結についてを議題といたします。 
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  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第１号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第１号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第２号、門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

請負契約の締結についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。大西委員。 

○大西 康弘委員 真政会、大西です。議案第２号について質疑させていただきます。 

  門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事、これに関しまして契約金額として３

億２２７９万７２００円が計上されておりますが、この工事の概要についてお聞か

せください。 

○東公共建築課長 工事の概要につきましては、上野口保育園と大和田幼稚園を統合

した認定こども園を８年４月に開設することに伴い、新たに給食調理場及び子育て

支援室等を設置するとともに、既存園舎の一部を改修するものであります。 

○大西 康弘委員 認定こども園の開設に伴って、今回の工事場所が園舎全体にわた

っていること、今確認させていただきました。認定こども園として、市民ニーズに

合わせた保育を実現できるようしっかりと改修工事のほうを行っていただきますよ

う要望させていただきまして、質疑を終わらせていただきます。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第２号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第２号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○森  博孝委員長 次に、議案第３号、門真市営門真千石西町住宅第４期新築工事

請負契約の一部変更についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第３号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第３号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第７号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第７号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第７号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第８号、門真市附属機関に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。岡本委員。 

○岡本 宗城委員 それでは、議案第８号について質疑させていただきたいと思いま

す。 

  附属機関条例の一部改正における新規設置する各附属機関、三つの機関がありま

すけども、まず、門真市糖尿病性腎症重症化予防事業検討委員会、門真市いじめ重

大事態調査委員会、門真市いじめ問題対策連絡協議会の附属機関を設置されますけ

ども、それぞれの設置目的についてお聞かせください。 

○舩木企画課長 附属機関条例の一部改正における新規設置する各附属機関の設置目
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的につきましては、まず、門真市糖尿病性腎症重症化予防事業検討委員会は、これ

までより糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、未治療者への受診勧奨、治

療中断者への受療勧奨を進めており、新たに治療中の者のうち重症化リスクの高い

血糖コントロール不良者への保健指導を実施するに当たり、保健指導対象者抽出基

準の決定、評価及び見直しを行うため設置するものであります。 

  次に、門真市いじめ重大事態調査委員会については、国におけるいじめの重大事

態の調査に関するガイドラインの改定に伴い、第三者的な立場の専門家がいじめ重

大事態の調査を行う必要性がさらに高まっており、既に設置している門真市立学校

いじめ防止対策審議会同様、ほかの関連組織を附属機関として明確に示し、弁護士

や心理士等による重大事態調査等が適切に行われる体制を整えるため設置するもの

であります。 

  具体には門真市いじめ重大事態調査委員会は門真市立学校いじめ防止対策審議会

のみでは十分な調査を行うことが困難な場合に、審議会の調査を補助する範囲にお

いて調査を行うものであります。 

  また、門真市いじめ問題対策連絡協議会は、小・中学校における児童・生徒のい

じめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るものであり、これまでは要綱で

設置しておりましたが、いじめ防止対策推進法及び国のいじめ防止基本方針の趣旨

をより明確に踏まえたものとするため、門真市立学校いじめ防止対策審議会等の関

連組織と合わせて条例による設置とするものであります。 

○岡本 宗城委員 今説明のありました設置目的につきましては、理解させていただ

きました。 

  それでは、この条例の附則においてですね、改正する特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、門真市いじめ重大事態調

査委員会においては、ただし書にいじめの調査及び資料の作成等、市長が認める業

務に従事した場合に当たっては、時間額１万円とするとありますけども、この１万

円の金額の根拠についてお聞かせください。 

○舩木企画課長 門真市いじめ重大事態調査委員会のただし書に記載の金額の根拠に

つきましては、膨大な調査業務及び報告書の作成等の業務において、日本弁護士連

合会のいじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼ガイドライン

等に示されている金額を参考に、１時間当たり１万円としているものであります。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第８号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第８号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第９号、職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に

関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第９号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第９号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第１０号、門真市職員の育児休業等に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第１０号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第１０号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第１３号、門真市職員の旅費に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第１３号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第１３号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第１４号、一般職の職員の退職手当に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第１４号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第１４号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第１５号、門真市手数料条例及び門真市建築基準法

施行条例の一部改正についてを議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第１５号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第１５号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第２２号、令和６年度門真市一般会計補正予算（第

１３号）中、所管事項を議題といたします。 
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  直ちに本件に対する質疑に入ります。寺西委員。 

○寺西 敬子委員 公明党の寺西でございます。令和６年度門真市一般会計補正予算

（第１３号）中、所管事項から、議案書の１９１ページの項目に沿ってお伺いした

いと思います。 

  まず初めに、備品購入費の公園維持管理事業８０万７０００円についてお伺いい

たします。 

  マンホールトイレ用の備品購入対象公園の選定理由と購入備品についてお聞かせ

ください。 

○橋本道路公園課長 元町中央公園の選定理由につきましては、和式型マンホールト

イレが設置されており、誰もが使いやすいよう洋式化を図るため選定したものであ

ります。 

  また、購入備品につきましては、マンホールトイレ用の便座４基及び個室テント

４基となります。なお、個室テントのうち１基はバリアフリー用のものとなります。 

○寺西 敬子委員 災害時の課題の一つとして、トイレ機能の確保が挙げられており

ます。マンホールトイレ設置は有用であると考えておりますが、この一時避難地の

公園にマンホールトイレを設置するにはどのような課題があるか、お伺いします。 

○橋本道路公園課長 まず、マンホールトイレの接続先となる公共下水道管の有無、

マンホールトイレ用の便座や個室テントの格納場所の確保に加えて、一時避難地へ

の市民の避難は自主避難が原則となることから、災害時の早急なトイレの設営に不

可欠となる地域防災力の向上が必要であります。 

  また、公園における防災機能の充実を図るための財源確保についての課題もござ

います。 

○寺西 敬子委員 ありがとうございました。同じく１９１ページの備品購入費、次

は、市営住宅維持管理事業の３５７万７０００円についてお伺いします。 

  千石西町住宅にマンホールトイレなどを設置するとのことでありますが、設置に

至る経緯について教えていただきたいと思います。また、購入する備品の内容につ

いても教えてください。 

○白川都市政策課長 設置する経緯につきましては、門真市地域防災計画において、

近隣の市民が避難するおおむね面積１０００㎡以上の都市公園は一時避難地となる

想定となっていることから、住宅内公園に避難の実施に必要な設備機器を整備する

ものであります。 

  購入する備品の内容につきましては、マンホールトイレ５基、マンホールトイレ
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用テント５基、送水装置１基、パーゴラ用テント１基となります。 

○寺西 敬子委員 大規模な災害で断水や停電が発生した場合は、この千石西町住宅

の居住者の方だけではなくて、近隣の住民の方もこちらに同様に断水や停電等でト

イレに困ることが予想されますけれども、千石西町住宅のマンホールトイレの運用

について教えてください。 

○白川都市政策課長 市で設置するマンホールトイレ等の運用については、誰もが御

使用いただけるような運用となります。 

○寺西 敬子委員 ありがとうございました。どうしても住宅の中の方だけで使うよ

うな、そういう捉え方になってしまうと近隣の方とのトラブルにもなりかねないと

思いますので、その運用の周知についても丁寧にお願いしたいなと思います。 

  続きまして、同じく１９１ページ備品購入費、防災対策事業とあります。これは

新しい地方経済・生活環境創生交付金の地域防災緊急整備型を活用した備品購入と

いうことで、先ほど質疑させてもらった２点とも通ずるんですけれども、この災害

救助費の防災対策事業について、この国の新しい地方経済・生活環境創生交付金を

活用しての災害用備品を購入することになっておりますけれども、具体的に何を購

入するのか、お伺いします。 

○阪本危機管理課長 今回購入する備品につきましては、災害時の避難所生活の衛生

面や環境面の改善と充実を目的として購入するものであり、具体的には、自動ラッ

プ機能付簡易トイレが６９基、折り畳み防災用ベッドが６６０台、避難所用間仕切

りテントが６６０張、避難所受付用テントが２２張、マンホールトイレ用の便座な

どの備品が１３基となっております。 

○寺西 敬子委員 避難所生活の改善ということで、かなりの数量的にも多く購入さ

れているようですけれども、それぞれ各避難所への配置などはどのように考えてお

られるのかお聞かせください。 

○阪本危機管理課長 各避難所への配置などにつきましては、自動ラップ機能付簡易

トイレは市内の全指定避難所２２か所及び広域避難地である弁天池公園に各３基を

配置いたします。 

  防災用ベッド及び間仕切りテントは、指定避難所に各３０台ずつ、受付用テント

は各１張の配置を予定しております。 

  また、マンホールトイレ用の備品は、７年度にマンホールトイレの整備を予定し

ている二島小学校に７基、門真小学校に６基を予定しております。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。滝井委員。 
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○滝井 稔元委員 大阪維新の会、滝井稔元です。私も一般会計補正予算（第１３号）

中、所管事項、新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）につ

いてお聞かせいただきます。 

  先ほど、寺西委員より購入備品の内容と配置予定の質疑がございましたので、重

複部分、割愛させていただきまして質疑させていただきます。 

  まず、この交付金事業の概要を教えてください。よろしくお願いいたします。 

○阪本危機管理課長 本交付金の概要につきましては、国の制度要綱により避難所の

生活環境の抜本的な改善をはじめ、災害にも対応できる魅力的な地域づくりに向け、

平時の住民への普及啓発、地域活性化の取組と連動し、発災時に温かい食事、快適

なトイレ環境、プライバシーの確保などの提供を可能とするための事前の資機材の

整備を行うものとされております。 

  また、交付は６年度限りで、補助率は２分の１、市区町村は１事業４０００万円

が交付上限となっております。残りの地方負担分のうち８割は特別交付税の措置が

なされるため、市の負担は事業費の１割であります。 

○滝井 稔元委員 事業の実質１割の本市の負担ということなので、かなり有益な交

付金事業であるなという感想です。 

  次に、交付金の申請要件が四つございまして、そのうち一つがですね、本事業で

行う防災力向上の取組について、地域住民への周知広報を図ることとしております。 

  平時の住民への普及啓発、地域活性化の取組と連動することが要件となっており

ますが、購入する災害用備品の平時の利用についてどのように考えているかお聞か

せください。 

○阪本危機管理課長 平時の活用としましては、防災講話や防災訓練などのあらゆる

機会を通じて、災害用トイレや簡易ベッドなどの災害用備品について知っていただ

き、また、実際に備品の組立てを体験していただくなど、避難所開設時に適切に使

っていただけるような取組を進めることにより、地域防災力の向上を図ってまいり

たいと考えております。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。内海委員。 

○内海 武寿委員 公明党の内海武寿です。私のほうも、令和６年度の一般会計補正

予算（第１３号）中、所管事項について質疑をさせていただきます。 

  議案書１８７ページの職員等の人件費に関する事務に係る歳出予算の追加という

ことで１億５０００万円、これは退職手当ということなんですけれども、あらゆる、

本市もそうだと思うんですけれども、事業所や団体など、人材確保と人材育成って
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いうのは、いろんな取組をされていることと思います。 

  例えば労働環境の改善や福利厚生を手厚くするなどして、人材確保や人材育成を

しても途中で退職をしてしまいますと大変な損失になると考えております。この補

正予算も普通退職者の増加に伴い退職手当が不足するとの見込みとのことで、退職

手当の追加予算とのことですけれども、こうした中で、本市の離職防止策として取

り組んでいることをお伺いいたします。 

○中谷人事課長 職員の離職防止策についてでありますが、普通退職の要因について

は、転職や心身のコンディション、家庭の事情など様々であることから、多角的な

視点から複合的に実施する必要があると考えております。 

  若い職員に対しましては、職場における不安や悩みを抱え込むことのないよう定

期的に上司による１ｏｎ１ミーティングを実施しているところですが、６年度にお

きましては、上司である管理職を対象に外部講師による研修を行うとともに、研修

受講から一定期間が経過した後、振り返りの研修を実施するなど、１ｏｎ１ミーテ

ィングの実効性を高めるよう努めております。 

  また、定年退職まで数年を残して普通退職する職員も一定数おりますことから、

体調面やライフスタイルに応じた働き方が可能となるよう、高齢者部分休業を導入

するとともに、７年度には、定年前の職員を対象としたモチベーション向上に資す

る研修の実施を予定するなど、定年までやりがいを持って働くことができるよう、

多様な働き方への対応や職場環境の整備を行うことで、離職防止に努めてまいりた

いと考えております。 

○内海 武寿委員 ありがとうございました。様々な取組をされているということが

分かりました。 

  対人関係とか人間関係の構築も非常に大切だというふうに感じております。１ｏ

ｎ１ミーティングも実施されたりとか、高齢者部分休業を導入してるとか、様々さ

れてるっていうことですので、効果、成果が出るように、今後しっかりときめ細か

く対応していただきますよう要望いたします。以上です。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第２２号中、所管事項を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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  御異議なしと認めます。よって議案第２２号中、所管事項は原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第２５号、令和７年度門真市一般会計予算中、所管

事項を議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。寺西委員。 

○寺西 敬子委員 一般会計予算書の中から順次質疑をさせていただきます。 

  まず、１６１ページの公式ＬＩＮＥアカウント情報配信サービス事業２８７万９

０００円についてお伺いいたします。 

  この公式ＬＩＮＥアカウント情報配信サービス事業の使用料及び賃借料について、

内容をお聞かせください。 

○花田ＩＣＴ推進課長 予算の内容についてでありますが、市公式ＬＩＮＥアカウン

トを活用して友だち登録いただいた市民に対しての個々のニーズに応じた情報配信

が可能となるセグメント配信をはじめ、オンライン上での市民相談等の予約、写真

や位置情報付での通報受付、チャットボットによる自動応答が可能となる機能、Ｌ

ＩＮＥ上で本人確認を行う公的個人認証サービスを利用するための費用を計上して

おります。 

○寺西 敬子委員 市公式ＬＩＮＥアカウントのこの情報配信について、現在どのよ

うに配信をされているのか。また、今後はどのようにされていくのかも含めてお聞

かせください。 

○小西魅力発信課長 市公式ＬＩＮＥアカウントの情報配信につきましては、門真市

ピックアップニュースとして、「広報かどま」や市ホームページから選定した情報

を毎週金曜日、登録者全員に写真やイラストを用いて配信しております。 

  また、年齢や居住地域、必要とする情報の種類を設定していただいた方には、イ

ベントの開催などの情報を個別に受け取ることができるセグメント配信を適宜配信

しております。 

  今後につきましては、市として伝えたい情報を市民の皆様により分かりやすく伝

えることができるよう、庁内各部署と連携し、情報に応じて最適な形で配信できる

よう努めてまいります。 

○寺西 敬子委員 現在、市公式ＬＩＮＥでは情報配信以外でも様々な機能が実装さ

れていると思います。そのサービスでどのようなものが提供されているのか、お聞

かせください。また、そのサービスの中でどのサービスがよく利用されているのか、 
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 加えて今後も新たなサービスの追加を見込んでおられるのかお聞かせください。 

○花田ＩＣＴ推進課長 現在、市公式ＬＩＮＥにおいて実装している機能につきまし

ては、法律相談等のオンライン予約や、写真や位置情報付での道路等の不具合通報、

チャットボットによるごみの分別方法検索、最寄りの避難所までの経路検索、マイ

ナンバーカードの公的個人認証サービスを利用した税証明書の交付申請等がござい

ます。 

  よく利用されている機能につきましては、チャットボットによるごみの分別方法

検索と避難所経路検索であり、６年度に実施した門真市スマホ教室の受講者アンケ

ートにおきましても、活用できそうな機能として選択された方の割合が多くなって

おります。 

  オンライン予約や道路等の不具合通報などの利用実績も増加傾向にあることから、

引き続き関係課とも連携の上、周知啓発を図ってまいります。 

  また、新たな機能につきましても、他自治体の事例等を参考に検討してまいりま

す。 

○寺西 敬子委員 ありがとうございました。今、６年度に実施されたスマホ教室の

アンケートの内容にも触れられておりましたけれども、高齢者の方には市公式ＬＩ

ＮＥを通じたスマホからの情報収集というのが有用ではないかなと思います。 

  ホームページは、慣れてないとなかなか情報を見つけにくいというお声もよく伺

いますので、この市公式ＬＩＮＥの使い方、特に高齢者等の方に使い方を覚えてい

ただくことが大変重要かなと思います。 

  今後も予約なしで立ち寄れるような、そういう場所でこのスマホの使い方を教え

てもらえるような、そういう機会が高齢者の方にとってはすごくありがたいんじゃ

ないかなと思いますので、今後のこととして、また、このスマホ教室の在り方とか

も御検討いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、予算書４２５ページ、舗装改修工事５９５４万６０００円のうち、

令和６年第２回定例会一般質問でもお伺いしましたが、市道常盤野里線舗装改修工

事の概要についてお聞かせください。 

○橋本道路公園課長 舗装改修工事の概要でありますが、市道常盤野里線において、

インターロッキング舗装にずれ等が生じ通行に支障を来していたことから、当該路

線の一部施工延長１３２ｍにわたり舗装の全面改修を行うものであります。 

  なお、同路線は車両が通行することから、現在のインターロッキング舗装から、

耐久性や補修の容易性等を考慮してアスファルト舗装へ打ち替えを行うものであり
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ます。 

○寺西 敬子委員 舗装改修工事により舗装の種類が変わるとのことでした。近隣の

方々への周知の予定等についてお聞かせください。 

○橋本道路公園課長 アスファルト舗装となることで景観も変わることから、地元自

治会や商店などに説明を行い意向を聴くなど、調整してまいります。 

○寺西 敬子委員 当該道路は、車や自転車、バイク、商店街でありますので、たく

さんの方が行き交います。何より、歩行者の往来がとても多いので、以前からイン

ターロッキングの舗装が外れてる、ずれてるということで歩きにくいという苦情や

要望がたくさんありました。その都度、修繕の対応はしていただいてましたけれど

も、修繕がしやすくなるということで、アスファルト舗装への変更を検討されてい

るということでありました。 

  事前の説明がきちんとなされていれば、もう全く問題ないと思いますので、道路

の安全性が向上することを市民の皆さんは何より望んでいらっしゃいますので、丁

寧な説明をどうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、４２７ページの道路整備事業のうち、基本設計業務委託料１７４８

万９０００円についてお伺いいたします。 

  この業務は、大和田駅前広場整備に係る予算と認識しております。基本設計に至

るまでに、令和６年度の基本構想の策定に向け取り組まれていますが、初めに６年

度の実施内容についてお聞かせください。 

○橋本道路公園課長 令和６年度の実施内容につきましては、駅前広場の施設設置な

どを検討するとともに、地域の皆様にとってどのような駅前広場になったらよいか、

課題認識や意見などを把握する目的で、４月から７月にかけ市民ワークショップを

実施しました。 

  さらに、将来の広場利用を見据え、これからチャレンジするというコンセプトの

下、企画立案時点から地域の方々と協働を図り、１１月の社会実験に至りました。 

  また、２月には当日の改善点や感想など、振り返りの意見交換を行ったところで

あります。 

  現在は、社会実験などの検証結果を反映させ、交通事業者や警察など関係機関と

の協議を進めているところであり、６年度内の基本構想の策定に向け、引き続き取

り組んでまいります。 

○寺西 敬子委員 続きまして、令和７年度に予定される基本設計業務の内容につい

てお聞かせください。 
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○橋本道路公園課長 基本設計業務の内容につきましては、交通空間に関するものと

して、ロータリーの形状、バス、タクシー、一般車などの乗降場数、駅へのアクセ

ス性など、交通結節点としての機能や環境空間に関するものとして、憩いの場とし

ての交流機能、まちの顔としての景観機能、交番などのサービス機能などについて

基本構想の具体化に向け、関係機関との協議を重ねながら、より詳細な検討を行う

ものです。 

  また、秋頃には６年度の検証結果を踏まえた社会実験の開催を予定しているとと

もに、地域との協働による広場運営を検討するため、地域参加型の勉強会も開催す

る予定としております。 

○寺西 敬子委員 駅前広場の本整備までには、まだまだ期間を要することと思いま

す。現在の銀行跡地の広場利用について、たくさんの方がいろんな可能性を感じて

楽しみにしてくださっておりますけれども、イベント時のみならず、ふだんから使

えるような空間にするべきと考えますが、市の考えについてお聞かせください。 

○橋本道路公園課長 現在、人工芝部分は開放し、常時御利用いただける状態ですが、

砂利敷部分を含む敷地全体の利用に対する募集も行っているところであります。 

  敷地全体の利用に対する募集につきましては、より活用のしやすい環境となるよ

う要件の見直しや周知方法などについて検討しており、併せて人工芝マットや机、

椅子など備品の貸出しなども含め、柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

○寺西 敬子委員 人工芝のマット貸出しについてでありますが、砂利敷部分の歩き

にくさについては、社会実験の折にも本当に多くの方からお声を伺っておりました

ので、これは大変ありがたいと思います。 

  また、早速広場を地域の行事に使いたいとの御相談が入っていることも聞き及ん

でおりますので、今後も柔軟な対応で地域の方や市民の方が利用しやすい広場にな

るように工夫をしていただけたらなと思います。 

  また、これからさらに詳細な必要機能が決定されていくとのことでありました。

地域の声で根強くあるのが、騒音等の対策であります。地域の安全性の向上に資す

る交番の移設の実現に向けても、とにかく大きな声、市民の皆さんから防犯に対し

て、安全性に対しての声がありますので、ぜひとも進めていただけるように警察と

の協議、どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、４５３ページの街路事業、萱島線予備設計業務負担金２２０万６０

００円についてお伺いいたします。 

  令和７年度の萱島線予備設計の内容についてお聞かせください。 
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○橋本道路公園課長 都市計画道路萱島線につきましては、令和６年度から予備設計

業務として路線測量や交通量調査を実施しております。 

  ７年度実施予定の内容につきましては、道路、平面交差点及び電線共同溝の予備

設計のほか、景観計画の検討、交通予測などを行うもので、今後の街路事業認可申

請図書などに活用するものであり、円滑に事業が進むよう、引き続き寝屋川市と連

携してまいります。 

○寺西 敬子委員 ありがとうございました。当該路線と重複する現在の市道は、寝

屋川市域との境で寝屋川をまたぐ橋梁に近接していることから、非常に道路の勾配

が急勾配になっております。 

  高齢者の方や車椅子利用者の方は日々負担を感じておられるんではないかなと思

います。私も駅を、あの付近を歩いているときに、高齢者の方が大変歩きにくそう

に歩いてる姿も見ます。また、自転車や車の行き交いも多いので、危険だなという

ことも日々感じております。 

  橋梁の高さなどで制約される部分はあると思いますけれども、この道路整備の際

に、利用者の御負担が少しでも軽減できるような対策、できるだけフラットな状態

で通行できないかとか、そういうことをぜひとも検討を進めながら予備設計の実施

をお願いしたいと思います。 

  また、所管は違うかもしれないんですけれども、この街路事業の際にぜひともお

願いしたいのが、萱島駅西改札口側へのエスカレーターの設置、これを事業者であ

る京阪電鉄さんへ要望する機会としていただけたらと思います。 

  なかなか難しい、これまでにも議会で取り上げてこられながら難しいとは認識し

ておりますけれども、大きな事業でありますので、せっかく萱島駅周辺が大きく変

わるこのときに、門真市としてもこの西改札側へのエスカレーターの設置をぜひと

もしっかり要望する機会にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  続きまして４５７ページ、四宮公園公衆トイレ改修工事７０２万７０００円につ

いてお伺いいたします。 

  このトイレの改修工事の概要と完成時期についてお聞かせください。 

○橋本道路公園課長 工事の概要でありますが、多目的トイレ１基を更新するととも

に、壁式小便器を個別小便器に、和式トイレ１基を洋式トイレに変更するものであ

ります。 

  また、小便器用スペースには間仕切りの設置により、プライバシーが確保された
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構造となることや、併せて建屋補修、手洗い及び各スペースの照明器具などの更新

により、清潔で安心して利用できるトイレとなります。 

  完成時期につきましては、令和８年３月末を予定しております。 

○寺西 敬子委員 ありがとうございました。さきの決算特別委員会において、我が

会派の後藤議員からも言及させていただいております。 

  また、昨年１０月には門真グラウンドゴルフ四宮支部やほか計３団体からも要望

書が提出されていると聞き及んでおります。 

  本当に市民の切実な声でありましたこのトイレ、四宮公園の公衆トイレの改修で

すけれども、私自身も宮本市長と直接この件についてはお話しさせていただく機会

がありましたが、市民の切実な声を聞き入れて予算化していただいたことを本当に

感謝しております。 

  待望のトイレの改修工事でありますので、１日でも早い完成を目指して進めてい

ただきますようお願いいたします。 

  最後、もう１点だけ伺いたいと思います。４６７ページのエリア魅力向上推進事

業検討業務委託料２５２３万４０００円についてであります。 

  エリア魅力向上推進事業検討業務委託の内容についてお聞かせください。 

○長光地域整備課長 ５年度に実施した古川橋駅北側及び６年度に実施した古川橋駅

南側ロータリーや末広町北公園等での社会実験の検証を踏まえ、将来整備の実現性

も考慮し、計画条件の整理、基本方針の検討、基本計画図の作成等を行い、基本計

画を策定するとともに、都市再生整備計画の事後評価を実施するものでございます。 

○寺西 敬子委員 基本計画策定に当たり、課題等があると思われますけれども、ど

のように検討をしていくのか、お聞かせください。 

○長光地域整備課長 社会実験により抽出された課題等におきましては、基本計画策

定の際に、実現可能性について整理しておく必要があることから、道路管理者や警

察等関係機関との協議を重ね基本計画を策定してまいります。 

○寺西 敬子委員 ありがとうございました。５年度、６年度と社会実験複数回重ね

られて、それぞれ本当に特徴があって大変よかったと思います。ただし、今おっし

ゃったように、実現可能性というところで本当に実行できるのかどうか、ここがこ

れから大変重要な検討になっていくと思います。 

  どうせやるのであれば、ガラッと変わるような、本当に皆さんがいい意味でびっ

くりしてくださるような、そういうまちづくりにしていただきたいと思いますし、

その上で安全性やそういうこともしっかり考慮していかないといけないと思います
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ので、しっかり検討して協議を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。以上です。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。滝井委員。 

○滝井 稔元委員 大阪維新の会、滝井です。私も議案第２５号、令和７年度門真市

一般会計予算中、所管事項について、順次質疑させていただきます。 

  予算書１１７ページ、スマートシティ推進事業についてです。 

  この事業は、自身の健康情報、パーソナルヘルスレコードや服薬データなどを利

用して健康を管理するかどまアプリの維持管理費用ということですが、このかどま

アプリを私も登録しました。その際、利用開始に当たっての登録作業が少々難しか

ったと感じました。 

  周知状況については、先日の代表質問で答弁されたので割愛させていただきまし

て、事業の活動指標、成果指標について、取組について伺います。よろしくお願い

いたします。 

○舩木企画課長 かどまアプリは、令和７年１月１５日にリリースし、リリース当初

にございましたアプリの不具合も解消したところでございます。 

  かどまアプリの登録については、セキュリティを担保するため、マイナンバーカ

ードと連携した本人認証基盤としての統合デジタルＩＤを具備しておるため、登録

作業が難しいと感じられる方もおられると認識しております。 

  活動指標、成果指標の達成に向けた取組につきましては、６年度の活動指標につ

いてはアプリ登録件数６００件、成果指標についてアクティブユーザー数３００件

としております。 

  今後におきましても、利用者拡大に向け、様々な機会を捉えて説明会及び導入サ

ポートを行い、指標達成にできるだけ近づけたいと考えております。 

○滝井 稔元委員 このアプリに体重等を入力していくということなんですが、毎日

体重を量る習慣を身につけるだけでも健康管理に効果があるということです。でき

るだけ多くの方にアプリを利用してもらってですね、市民の健康寿命の延伸に寄与

していただけたらと思います。 

  続きまして、予算書１１９ページ、ＥＢＰＭ推進事業についてです。 

  先日、代表質問において、このＥＢＰＭ推進事業について質問がございましたが、

今注目されているキーワードかと思います。まだまだなじみの少ない単語のため、

どのような意味だろうという方も多くいると思いますので、このＥＢＰＭの定義及

びＥＢＰＭの他市事例について伺います。あわせて、本市の活用場面及びメリット
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についてもお聞かせください。 

○舩木企画課長 ＥＢＰＭの定義につきましては、エビデンス・ベースト・ポリシ

ー・メイキングの略称で、データ等の証拠に基づく政策立案のことを指し、具体的

には、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化

した上で合理的根拠に基づくものであります。 

  ＥＢＰＭの他市事例につきましては、大阪府高槻市において、二、三十代の新婚

夫妻、カップルを対象とした定住促進プロモーションの実施に当たり、住民基本台

帳人口移動報告や、市独自に行った転出入者へのアンケート結果を分析し、広報ビ

ジュアルや広報媒体を見直したことにより、人口社会動態が改善した例がございま

す。 

  本市での活用場面につきましては、とりわけ２０代から３０代までの女性や子育

て層をターゲットとしたシティプロモーションや商業振興等の政策立案に当たり、

人口データ等を活用することを想定しており、そのメリットは客観的なエビデンス

を活用することにより、市民ニーズに即した事業の実施につながると考えておりま

す。 

○滝井 稔元委員 このＥＢＰＭの活用によって、２０代から３０代、女性や子育て

層のシティプロモーション、また、商業振興に対してどのようにこれから実施され

ていくのか、非常に興味が湧くところですが、この推進について今後期待しており

ます。 

  次に、予算書１１７ページ、１１９ページ、地方創生応援税制推進事業について、

まず、この地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の３年間の寄附額の推

移と今後の展開についてお聞かせください。 

○舩木企画課長 企業版ふるさと納税の３年間の寄附額の推移につきましては、４年

度は現金による寄附が６社で８４万８３６９円、５年度は現金による寄附が２０社、

物納による寄附が２社、合計２２社で８４６万８６９円、６年度は令和７年２月末

現在で現金による寄附が２０社、物納による寄附が３社、合計２３社で２８７３万

９５６０円であります。 

  今後の展開につきましては、委託先企業の拡充の検討を行うなど、本市の取組に

ついて一層の周知を図ってまいりたいと考えております。 

○滝井 稔元委員 企業版ふるさと納税に対しまして、個人版ふるさと納税と言わせ

ていただきますが、こちらは返礼品を目的とした寄附がメインとなって、過当な返

礼品競争が起きており問題視されています。 
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  少し個人版のほうは、本来の趣旨とは違う寄附になっているかなという感じなん

ですが、こちらの企業版については返礼品などなく、地方自治体の事業に賛同いた

だいて寄附を受けるというものです。過去の推移を見ても、まだまだ伸び代がござ

いますので、魅力ある事業提案の周知活動を頑張っていただけたらなと思っており

ます。 

  続きまして、予算書１１５ページから１１７ページ、大阪・関西万博推進事業に

ついてお聞かせいただきます。 

  大阪・関西万博推進事業の概要及び委託内容について伺います。 

○舩木企画課長 大阪・関西万博推進事業の概要につきましては、２０２５年に開催

する大阪・関西万博に向けて、多くの市民が万博に関心を持ち、その関心を継続的

につなげることで、万博参加への機運を醸成するとともに、万博会場での催事、大

阪ウィーク出展を契機に地域活性化及び地域魅力の向上等を図るものであります。 

  委託内容につきましては、出展、運営マニュアルの作成、ＰＲグッズ、動画等の

作成及び大阪ウィーク出展の準備、調整、運営業務であります。 

○滝井 稔元委員 いよいよ大阪・関西万博の開幕が迫ってきております。開幕に向

けての市内での機運醸成及び大阪府、大阪市と府内市町村が連携し、大阪の魅力を

国内外に発信する大阪ウィークで実施する門真市の催しの市民への周知についてお

聞かせください。 

  あわせて、来場者数増加のため、大阪府・市と連携した万博来場サポートデスク

の設置についてお聞かせください。 

○舩木企画課長 万博開幕に向けた市内での機運醸成及び大阪ウィークで実施する門

真市の催しに係る市民への周知方法につきましては、市内での各種イベント等での

ＰＲグッズの配布、市内施設等でのＰＲ動画の放映並びに市広報紙及び市公式ＳＮ

Ｓを通じた周知を図ってまいります。 

  大阪府・市と連携した万博来場サポートデスクの設置については、令和６年１１

月に門真運転免許試験場で開設されることを「広報かどま」１１月号で周知したほ

か、本年３月１日及び２日においてライフ門真店に設置されることを市ホームペー

ジ、ＬＩＮＥ、エックスで周知するなど、連携して取り組んできております。 

  今後もサポートデスクの設置主体である大阪府・市及び市内施設と設置の検討を

行ってまいります。 

○滝井 稔元委員 それでは、大阪ウィークなどで門真市に関係する催しの日程をお

聞かせください。 
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○舩木企画課長 大阪ウィークでの門真市の催しの日程につきまして、会場ごとに申

し上げると、最大約１万６０００名収容可能なＥＸＰＯアリーナＭａｔｓｕｒｉに

おいて、５月は、府内各地からだんじり、やぐら、太鼓台等の展示、実演を行う大

阪の祭！～ＥＸＰＯ２０２５春の陣～において、９日から１０日に古川橋地車保存

会によるだんじり展示、１０日に門真神社太鼓臺保存会による獅子舞が出演予定で

ございます。７月は、大阪の祭！～ＥＸＰＯ２０２５真夏の陣～において、２８日

に門真市ひんや節保存会によるひんや節の披露、２９日に門真市民ミュージカル実

行委員会によるミュージカルの上演を予定しております。９月は、音楽を通じて大

阪の魅力を広く国内外に発信する、大阪の祭！～ＥＸＰＯ２０２５秋の陣～におい

て、５日に門真市ふるさと大使こども合唱団による音楽ステージへの出演を予定し

ております。 

  次に、最大約１５００名収容可能なＥＸＰＯメッセＷＡＳＳＥにおいて開催され

る大阪府内４３市町村の様々な魅力が楽しめる参加体験型イベント、地域の魅力発

見ツアー～みなはれ・やりなはれ・たべなはれ～において、みなはれでは７月２８

日から３０日にカドマイスター企業を中心としたものづくりの展示、やりなはれで

は７月２８日から２９日にものづくりの技術を体験、体感するワークショップ、た

べなはれでは５月１０日から１１日、９月１３日から１５日に御菓子司まむ多、株

式会社リマの２者が出展予定でございます。 

  最後に、府内市町村が地域の特色を生かしたイベントを実施するレギュラーイベ

ントでは、ギャラリーＷＥＳＴにおいて、８月２日から３日に世界につながるＴＥ

ＡＭ ＥＸＰＯ ２０２５ｉｎ門真として、共創パートナーであるゆめ伴プロジェ

クトｉｎ門真実行委員会、一般社団法人ラジーン、ＫＩＯＵＥＴＡＩによる折り鶴

１００万羽プロジェクトの展示、ラジオ体操、植栽イベントなどを通じて、人と人

が立場を超えて笑顔でつながることで、いのち輝く未来社会のデザインを発信する

予定でございます。 

  また、ギャラリーＥＡＳＴにおいて、９月９日から１１日にカドマイスター企業

の製品、技術に関する展示やワークショップを通じて、門真のものづくりブランド

を国内外に発信予定でございます。 

○滝井 稔元委員 ありがとうございます。結構たくさんイベントがあるんだなとい

う感じです。 

  先日、市民の方からですね、どうせ万博に行くなら門真のイベントが開催する日

に合わせて行きたいなというお話をお聞きしました。今聞いた日程、言葉でお伝え
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するのにかなり長くなると思いますので、一目で分かるような、表か何かにしてい

ただければ分かりやすいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、予算書９８ページ、９９ページ、減収補てん債についてお聞かせいただき

ます。 

  先日の代表質問で我が会派の坂本議員の財政運営についての質問の中で、減収補

塡債を発行するとの答弁がございました。令和７年度当初予算では、減収補塡債が

５億９０００万円見込まれております。その減収補塡債とは一体どういう制度のも

のか、また、その計上理由についてお聞かせください。 

○西川財政課長 減収補塡債につきましては、当該年度における標準税率によって算

出した法人市民税法人税割及び利子割交付金等の歳入見込額と普通交付税の算定に

おける当該税等の標準税収入額との差額分について、財源調整として借り入れるこ

とができる地方財政法附則第３３条の５の３に基づく地方債であります。 

  ７年度当初予算において、標準税率によって算出した法人市民税、法人税割と６

年度決算見込額を参照した標準税収入額を比較した場合、約５億９０００万円減少

する見込みであることから、その差額分を補塡するために計上したものであります。 

○滝井 稔元委員 分かりました。続きまして、予算書５ページから６ページ、一般

会計総額についてお聞かせいただきます。 

  代表質問においては、予算総額の大枠を中心とした質問がたくさんございました

が、少し整理したいと思い、幾つか質疑させていただきます。 

  今般の予算編成においては、財政調整基金を７億円繰り入れ、近年の物価高騰等

の影響を受け厳しい予算編成になったことは理解しております。さきの代表質問で

は、８年度以降の予算編成を見据え、行財政改革の視点から事業見直しを進める必

要性を確認したところであります。 

  また、真政会の深井議員からの代表質問で、平成２７年度と令和７年度の当初予

算額が比較され、全会計で約３６５億円増加し、一般会計では約２６９億円増加し

ているという御指摘がございました。 

  我が会派も含め、単なる予算総額だけの比較だけで終わってしまっているため、

もう少し中身を精査させていただきたく思います。というのも一般会計においては、

宮本市政になって以降、例えば、府営住宅の移管等による影響もあったかと思いま

すが、主な増加要因をお聞かせください。 

○西川財政課長 平成２７年度からの主な増加要因でありますが、７年度一般会計当

初予算におきましては、学校適正配置推進事業で約８４億１０００万円、仮称市立
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生涯学習複合施設で５６億２０００万円を計上していること、市営住宅維持管理事

業におきましては、約２７億円増加していることが主な増加要因であります。 

○滝井 稔元委員 昨今の社会情勢から、扶助費や人件費の増加、物価高騰やそのほ

かの要因により、物件費も増加していると思いますが、これらの平成２７年度から

令和７年度までの増加額についてお聞かせください。 

○西川財政課長 扶助費、人件費及び物件費の平成２７年度からの増加額であります。 

  扶助費は、社会保障関係経費の増加に伴い、約４６億５０００万円増加し、人件

費は、人事院勧告等に伴い、約８億３０００万円増加しております。 

  また、物件費は、ふるさと納税業務委託料等の増加に伴い、約５０億６０００万

円増加しております。 

○滝井 稔元委員 かなり増えてるなというところが印象です。１０年前と比較して、

全会計では約３６５億円予算額が増加しており、特別会計においては平成３０年度

の国民健康保険事業の広域化に伴い、当該特別会計が約５０億円減少した一方で、

くすのき広域連合の解散に伴う介護保険事業特別会計の設置により、約１５０億円

増加したことが大きな増加要因となっております。 

  この約１００億円の上昇分が１０年間で比較した際、全会計約３６５億円と一般

会計約２６９億円の増加と言えます。とすれば、一般会計を除く特別会計の総額は

物価高騰などの影響を受けていることを勘案すると、むしろ減少傾向にあるとも言

えるのではないでしょうか。 

  また、先般の答弁から、一般会計約２６９億円の増加の内訳を見てみると、公共

施設整備や府営住宅の移管等により、予算総額は約１７０億円程度増加しておりま

す。これらは、臨時的な経費が主でありまして、残り約１００億の予算総額得を増

加させている要因は人件費、社会保障関係経費及び公債費をはじめとした経常的な

経費となります。むしろ、こちらの経常的な経費の推移を注視していく必要がある

と考えております。 

  ただ、１０年間で約１００億円程度の伸びでしたら、政府予算や近隣市を見ても

さほど大きく変わらないものかと推察しております。とはいえ、毎年度中期的な財

政収支見通しを策定されているとされていますが、昨今の物価高騰、金利上昇の状

況を捉えつつ、計画的な行財政運営をなされることを切に要望いたします。 

  続きまして、予算書１６１ページ、テレワーク推進事業１２０３万５０００円に

ついて、昨年よりも８００万円増加しているとのことですが、まずこの事業の概要

についてお聞かせください。 
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○花田ＩＣＴ推進課長 概要についてでありますが、本事業は門真市ＤＸ推進計画に

基づき、職員の働く環境の柔軟化により、効率的に働ける職場環境を整備し、在宅

勤務に限らず、時間や場所を有効活用できるテレワーク環境の整備を図るものであ

ります。 

  当該予算につきましては、テレワーク専用の通信回線利用料や保守費用、テレワ

ーク専用パソコンのリース費用等を計上しており、７年度におきましては、現行テ

レワークシステムをさらに利便性の高いものに見直すために必要となる設定変更や

ネットワーク機器の導入経費を新たに計上しております。 

○滝井 稔元委員 先日の代表質問において、テレワークシステムを見直すことによ

り、端末利用に係る事前設定を簡素化し、職員の利便性を高めるという答弁があり

ましたが、どのような利用方法になるのか、お聞かせください。 

  また、システムの見直し後は、専用端末ではなく、ふだん利用している業務用端

末でテレワークを行うとのことでした。専用端末とは異なり、業務用端末には様々

な情報が保存されているかと思います。紛失した際などの情報漏えいリスク対策も

実施するとの答弁がございましたが、具体的な方法をお聞かせください。 

○花田ＩＣＴ推進課長 利用方法についてでありますが、現行のテレワークシステム

では、業務用端末とテレワーク専用端末の双方に複数項目の事前設定を行う必要が

ございましたが、システムの見直し後はテレワーク専用端末を用いることなく、ふ

だん使用している業務用端末に専用のモバイルルーターを接続するだけで、テレワ

ークシステムを利用できるようにすることとしており、職員の利便性向上につなが

るものと考えております。 

  また、情報漏えいリスク対策についてでありますが、端末ログイン時の多要素認

証や庁内ネットワークへの接続認証、端末上データの自動暗号化ツール、遠隔操作

による利用者アカウント制御等の活用により、端末紛失時等において第三者が端末

内の情報にアクセスできない対策を講じてまいります。 

  加えて、門真市情報セキュリティポリシーをはじめ、テレワークの実施場所を自

宅及び出張先に限定するなどの運用ルールの遵守を徹底してまいります。 

○滝井 稔元委員 パソコンの紛失や盗難されたという報道を多く見聞きしておりま

す。先月には、財務省の職員が飲食店で飲酒し、帰宅途中パソコンが入ったかばん

を紛失したことに気づいたとのニュースも見ました。 

  業務用パソコンには、個人情報が数多く記録されているかと思います。流出した

場合は取り返しはつきませんので、一人一人が高いコンプライアンスを持って管理
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運営を行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、予算書４３７ページ、空家等対策計画改定支援業務委託料について

です。 

  空き家等対策については、周辺に影響を及ぼす危険な空き家、特定空き家等への

対策は特に重要と考えております。来年度に空家等対策計画を改定されるとのこと

ですが、計画改定の経緯と主な改定内容をお聞かせください。 

○白川都市政策課長 計画改定の経緯につきましては、平成３１年３月に策定した門

真市空家等対策計画が令和７年度に終期を迎えるため、計画改定を行うものであり

ます。 

  主な改定内容については、補助制度等の見直しなど新たな施策を検討するととも

に、令和５年度の法改正への対応として、管理不全空き家の判断基準などについて

も検討を行っていきたいと考えており、門真市空家等対策協議会での議論を踏まえ、

計画改定を進めてまいります。 

○滝井 稔元委員 それでは、危険な空き家に対して、現在の取組としてどのように

対応されているのかお聞かせください。 

○白川都市政策課長 現在の対応についてでありますが、空き家等の適正な管理は、

第一義的には、その所有者等が自らの責任により、適正に対応することが前提であ

るため、直ちに法的措置を取るのではなく、所有者等に対し適正管理を促す文書と

制度案内等を同封して送付し、指導しております。 

○滝井 稔元委員 空き家対策については、これまでたくさんの議員が問題意識を持

って質問、質疑等されているのを見てきました。今後も少子高齢化によって空き家

は増加すると予想されます。行政として、これまで適切に空き家対策は行ってきま

したが、これまでと同様の対策では問題の解決が図れないのも事実かなと思います。 

  来年度に空家等対策計画を改定されるので、この中で、これまでよりも踏み込ん

だ形の対策を取るようにしていただきたいと要望いたします。 

  続きまして、４３７ページ、エリアリノベーション推進事業についてお聞かせく

ださい。 

  令和７年度において、門真市駅周辺地区においてエリアリノベーション推進事業

でウォーカブル基本構想の策定が予定されております。その概要についてお聞かせ

ください。 

○白川都市政策課長 まちなかウォーカブル推進基本構想につきましては、民間事業

者によるまちづくりが進む西三荘駅周辺や、駅前地区市街地再開発事業を中心とし
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た門真市駅周辺のまちづくりによるまちの変化を捉えるとともに、古川橋駅周辺や

庁舎エリア及びららぽーと門真等、隣接するエリアとの人流も踏まえた道路等公共

空間の将来の在り方を基本構想として取りまとめるものであります。 

○滝井 稔元委員 またですね、大阪府の令和７年度予算編成が発表されました。そ

の中で、まちづくりＤＸ推進事業として、市街地リノベーション促進検討事業とい

う新規事業においてですね、守口市及び門真市の拠点をモデル地区にして民間投資

の喚起に向けたプロモーションコンテンツを含めた各種検討を実施とされておりま

す。 

  地元市、本市との連携もうたわれていますが、本市のお考えをお聞かせください。 

○白川都市政策課長 大阪府が大阪のまちづくりグランドデザインに基づく市街地イ

ノベーション促進検討事業の事業イメージとして、市街地更新のシミュレーション

等民間の活用促進を目指した３Ｄ都市モデルのデータの整備や、３Ｄ都市モデルを

活用した現状分析や活用方法の検討を発表されたところであります。 

  本市においても、当該グランドデザインに位置づけられているエリア価値向上に

資するものと考えられますので、大阪府並びに守口市と連携を密にし、さらなる情

報共有や継続的な議論を行ってまいります。 

○滝井 稔元委員 居心地がよく歩きたくなるまちをぜひ実現させましょう。 

  続きまして、予算書４１９ページ、大阪モノレール門真市駅・（仮称）門真南駅

間新駅設置事業についてお聞かせいただきます。 

  まず、この大阪モノレール延伸事業について、設計調査等業務委託料の内容につ

いてお聞かせください。 

○長光地域整備課長 殿島町や守口市方面から新駅へアプローチするため、大阪中央

環状線の東西方向に横断歩道の設置を検討しており、設計調査等業務委託料につき

ましては、道路管理者である大阪府及び交通管理者である府警本部とそれぞれ設置

許可に向けた協議を行うための資料となる交通量調査などを行うものであります。 

○滝井 稔元委員 横断歩道の設置について、検討するに至った経緯について、また、

要望等があったのか、さらに事業効果についてもお聞かせください。 

○長光地域整備課長 横断歩道を検討するに至った経緯につきましては、新駅設置計

画の当初では、立体横断施設の設置を予定しておりましたが、技術的な課題から横

断歩道に変更するに至りました。 

  大阪中央環状線を東西に横断することの要望につきましては、ららぽーと門真へ

向かう地元市民や守口市方面の方からも寄せられております。 



-26- 

  次に、事業効果についてでありますが、横断歩道の設置により殿島町や守口市方

面から新駅へ向かわれる方が北側の松生町地下道や南側の横断歩道へ５３０ｍ程度

迂回する必要がなくなり、また、門真市駅方面からはバリアフリー対策がされてい

ない松生町地下道を経由せず、最短距離で新駅へアクセスすることが可能になりま

す。 

○滝井 稔元委員 それでは、設計調査等業務委託料及び横断歩道に関する費用負担

の考え方についてお聞かせください。 

○長光地域整備課長 費用負担につきましては、新駅設置に要する費用の一部となる

ため新駅整備費用と同じく守口市と折半となります。 

○滝井 稔元委員 それでは、駅舎が設置されるららぽーと側の南北の横断について

ですが、現在の仮設歩道橋は歩いて渡る場合も、自転車の場合も、エレベーターを

利用して横断する必要があり非常に不便を感じるんですが、本設の歩道橋はどのよ

うになるのかお聞かせください。 

○長光地域整備課長 現在の歩道橋は新駅の建設工事に支障となるため、三井不動産

株式会社が暫定的に現位置に設置した仮設の歩道橋であり、新駅建設後に本設の歩

道橋を現位置から西側の位置に設置する予定であります。 

  本設の歩道橋につきましては、階段とスロープ及び駅舎へのエレベーターが整備

される予定であり、自転車はスロープを使っての通行が可能となります。 

○滝井 稔元委員 ありがとうございます。それでは、続きまして４５７ページ、四

宮公園公衆トイレ改修工事についてお聞かせいただきます。 

  工事概要と完成時期については、先ほど寺西委員からの質疑で理解しました。 

  以前、市民の方から、別の場所の公園において公衆トイレを設置してほしいとい

う要望がありました。公衆トイレは維持管理が大変であるというデメリットがある

とは思いますが、様々なデザインや工夫が施されたトイレが観光スポットになって

いるというニュースを聞いてみたりとか、あと大阪・関西万博においてもデザイナ

ーのトイレが何かと話題になっております。 

  本市において、トイレを設置している公園と設置していない公園がありますが、

トイレの設置の考え方についてお聞かせください。また、トイレ設置の拡大につい

て、考え方についてお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

○橋本道路公園課長 トイレを設置している公園についてでありますが、現在、弁天

池公園、四宮公園、北打越公園の３か所に設置しております。いずれも面積が５０

００㎡以上の大きな公園であり、野球やグラウンドゴルフ等利用者が長い時間滞在
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する多様な機能や環境を有している公園につきましては、トイレを設置しておりま

す。 

  トイレ設置の考え方につきましては、今後、大きな公園の整備が生じる場合、公

園利用状況等を考慮した上で、周辺住民の方々の御理解、地元管理等のサポートな

どの状況など、防犯面や治安面、管理面に関する課題も多くあるため慎重に検討し

てまいりたいと考えております。 

○滝井 稔元委員 ありがとうございます。続きまして最後の質疑です。予算書４６

９ページ、図書館改修設計業務委託料６８万６０００円について、この委託料のう

ち各種業務委託料資産として、図書館改修設計業務委託料を計上されております。 

  門真市庁舎エリア整備基本構想では、現別館の先行解体が必要となることから、

別館機能を門真中町ビル及び周辺公共施設への仮移転を検討するとありますが、仮

庁舎の内容についてお聞かせください。 

○阿部庁舎エリア整備課長 別館機能の主な仮移転先として、門真中町ビルと新橋町

にある現門真図書館の活用を予定しており、門真中町ビルにつきましては、改修工

事の完了時期にもよりますが、令和８年５月頃の移転に向け調整を行っております。 

  また、図書館につきましては、生涯学習複合施設開館後に改修工事等を行うこと

から、令和８年１２月以降の移転に向け調整を行っております。 

  それぞれの施設の機能につきましては、門真中町ビルへは、市民の利便性等を勘

案し、現在別館１階に配置している部署を中心に配置することを検討しており、図

書館につきましては、まちづくり部の仮移転先としての活用を検討しております。 

○滝井 稔元委員 現在の門真中町ビルの入り口はですね、市道門真中央線に面して

おり、歩道が狭くですね、仮庁舎へは多くの方が来庁されることが予想されます。

安全面を危惧する指摘もございますが、門真中町ビルを含めた仮庁舎の期間と門真

中町ビルへ来庁される市民の安全性や利便性の確保についてお聞かせください。 

○阿部庁舎エリア整備課長 仮庁舎の期間につきましては、基本構想において１３年

春の新庁舎開庁を目指すとしていることから、５年間程度を想定しております。 

  次に、門真中町ビルへ来庁される市民の安全確保につきましては、市道門真中央

線を通行しなくてもアクセスができるように、門真中町ビル東側の塀の一部を改修

し、通用門を設置する予定としております。 

  次に、市民の利便性の確保につきましては、既存の施設を活用することから、ス

ペース等に制約があるため、必要な什器の精査等の削減に取り組んでいるところで

あり、仮庁舎期間中も利便性が確保できるよう、窓口の配置等を検討しているとこ
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ろであります。 

  仮庁舎期間中は、市民をはじめ、来庁者の皆様に御不便をおかけすることにもな

りますが、引き続き安全性、利便性の確保について取り組んでまいります。 

○滝井 稔元委員 公共用地購入費を計上されておりますが、市庁舎エリア南西の民

有地の取得状況と忠魂碑の取扱いについてお聞かせください。 

○阿部庁舎エリア整備課長 庁舎エリア南西の民有地につきましては、歩道の拡幅及

び広場としての活用を予定しており、昨年度と今年度に民有地の一部を取得してお

ります。来年度につきましても引き続き地権者と協議を進めてまいります。 

  次に、忠魂碑の取扱いにつきましては、一体的な広場整備を実現するため、忠魂

碑を管理している団体と協議を進めているところであり、庁舎エリア内での移設も

含め検討しているところであります。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。内海委員。 

○内海 武寿委員 それでは、私のほうからも所管事項の質疑させていただきたいと

思います。 

  まず、予算書７７ページの統計調査委託金、これをお伺いしたいと思います。 

  いわゆる国勢調査っていうことなんですけれども、この国勢調査っていうのは日

本に住んでいる全ての人と世帯を対象とするということで、重要な調査として５年

ごとに実施されます。 

  この国勢調査の法的根拠についてまずお伺いいたします。 

○橋川総務部次長兼管財統計課長 国勢調査につきましては、統計法に基づく基幹統

計調査であり、総務大臣が実施するものであります。 

  なお、調査の具体的な内容につきましては、国勢調査令に規定されており、国勢

調査における市町村長の実務内容や調査世帯が調査事項を報告する義務等について

も規定されております。 

○内海 武寿委員 令和７年の国勢調査のスケジュールについてお伺いいたします。 

○橋川総務部次長兼管財統計課長 令和７年国勢調査につきましては、１０月１日を

基準日として実施するものであり、スケジュールにつきましては、９月２０日より

調査書類の配布を開始し、１０月１日より調査票を回収、１０月２７日に調査を終

了する予定となっております。 

○内海 武寿委員 国勢調査員の確保、この見通しについてお伺いします。 

○橋川総務部次長兼管財統計課長 国勢調査員の確保につきましては、毎回、自治会

より多くの調査員を御推薦いただいているところですが、７年国勢調査員の募集に
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つきましては、募集チラシの自治会内での回覧や広報への折り込みによる全戸配布

のほか、広報紙やＳＮＳ等の情報発信ツールの積極的な活用等により、自治会の御

負担の軽減を図りながら調査員を確保する予定であります。 

  しかしながら、調査員の確保状況によりましては、必要に応じ、自治会への推薦

依頼をはじめ、その他の方法につきまして検討してまいります。 

○内海 武寿委員 ありがとうございました。次に、１１７ページの地方創生応援税

制推進事業についてお伺いしたいと思います。 

  先ほども質疑ありましたけれども、いわゆる企業版ふるさと納税のことなんです

けれども、まず、委託内容についてお伺いいたします。 

○舩木企画課長 地方創生応援税制推進事業における委託内容につきましては、本市

企業版ふるさと納税に係る企業向けのリーフレット作成をはじめ、企業への制度や

寄附対象事業の紹介、企業の関心を引くプロジェクトの企画実施に係る協力や助言、

情報提供などであります。 

  また、委託先企業を通じて寄附があった場合には、委託先企業によって手数料率

が異なり、令和６年度におきましては５社と委託契約を行い、寄附相当額の１６．

５％から２２％を手数料として支払っておりますが、７年度におきましては、委託

先企業の拡充の検討を行うなど、一層の周知を図ってまいりたいと考えております。 

○内海 武寿委員 この地方創生応援税制、いわゆる企業版のふるさと納税なんです

けれども、寄附金の使途、使い方ですね、それと歳入予算についてお伺いします。 

○舩木企画課長 寄附金の使途につきましては、寄附者の意向に沿い、子育て分野、

教育分野、まちづくり分野、上下水道分野、産業振興分野、危機管理分野、行政管

理分野の事業に活用しております。 

  ７年度歳入予算についてはこれまでの実績を踏まえ、６年度当初予算と同額であ

る１０００万円としております。 

○内海 武寿委員 ありがとうございました。６年度の当初予算と同額の１０００万

円を予定しているということなんですけれども、先ほどの質疑でも、令和７年２月

末時点ということで、６年度の実績として、既にもう約２８００万円寄附いただい

ているということですので、少しでも伸びるようにしっかり取り組んでいただきた

いというふうに思います。 

  次に、予算書４５１ページの土地区画整理事業調査業務委託料についてお伺いし

たいと思います。 

  これは、いわゆる北島地区の区画整理事業ということなんですけれども、代表質
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問でも質問をさせていただきました。７年度の取組っていうことで質問させていた

だきまして、１０月頃に土地区画整理事業の都市計画決定を行うと、土地計画整理

組合設立を目指すっていうふうにありましたので、しっかり進めていただきたいと

いうふうに思います。 

  今年ですね、１月１８日に北島西・北周辺地区で第１回の勉強会が門真市民プラ

ザで開催されましたけれども、参加人数やどのような意見があったのかお伺いいた

します。 

○長光地域整備課長 勉強会につきましては、準備組合の地権者を対象に開催し、５

２名の方が参加され、本市から課税課、地域整備課の職員、準備組合事務局として、

株式会社大林組、日本測地設計株式会社の担当者が出席いたしました。 

  内容につきましては、固定資産税、都市計画税についての説明及び共同借地、共

同売却について説明を行っております。 

  主な質疑につきましては、売却が可能になる時期はいつか、耕作が終了後も宅地

化農地の申請は可能か、土地利用の意向はいつまでに確定すればよいかなどの意見

がありましたが、説明に対して否定的な御意見はございませんでした。 

○内海 武寿委員 この勉強会、地権者対象にっていうことで行われたということな

んですけれども、しっかり進めていく上でこういう勉強会、大変重要だというふう

に感じておりますけれども、今後、開催されるのかお伺いいたします。 

○長光地域整備課長 今後の勉強会の開催につきましては、さらに土地区画整理事業

についての理解を深めてもらう必要があることから、事業の専門家を招くなど準備

組合と開催に向け調整しているところでございます。 

○内海 武寿委員 ありがとうございました。しっかりと進めていただきたいという

ふうに思います。 

  あと、門真南ルート運行事業のことなんですけれども、代表質問で聞かしていた

だきましたので、ちょっと要望として出させていただきたいというふうに思うんで

すけれども、順次、新しいルートに向けて進めていくっていうことなんですけれど

も、ちょっとお伺いしてるのが、現在運行している停留所にバスがいつ来るかちょ

っと分からないというふうな御意見をお伺いしております。なかなか時刻表設置っ

ていうのは難しいかも分からないんですけど、また、新しいルート検討されてると

いうことなので、設置可能でしたらしっかりと分かるような形でしていただきたい

ということです。 

  もう一つが停留所のネーミング、名前のことなんですけれども、現行ルートで実
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は南部市民センターという停留所があります。ホームページでちょっと見ますと、

南部市民センターと書いてあるんですけれども、路線図っていうか、地図見たら南

部市民センターを通らないというのがよく分かるんですけれども、ただ、そのネー

ミングを聞かれて、ずっと南部市民センターで待っておられたという市民の方のお

声を伺いました。 

  南部市民センターと入れることによって、近くに止まるんだなというのは分かる

んですけれども、例えば南部市民センター南とか、何か分かりやすい、停留所が分

かりやすいような名称にしていただきたいなというふうに思いますので、この２点

要望させていただきます。以上です。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。岡本委員。 

○岡本 宗城委員 それでは、令和７年度一般会計予算について幾つか質疑させてい

ただきたいと思います。 

  予算書の１４７ページ、文書削減コンサルティング等業務委託料４８３万４００

０円、これについて聞かせていただきたいんですけども、文書削減をコンサルティ

ングするということですけども、この業務委託の目的とですね、業務委託の内容に

ついてお聞かせください。 

○才木総務課長 文書削減コンサルティング等業務委託については、今後の新庁舎建

設に伴う庁舎移転を見据え、庁舎スペースを有効に活用するため文書の保存に要す

るスペースの削減が必要と考えており、書庫において保存している永年保存文書に

ついて、廃棄が可能である文書や電子化すべき文書等の仕分を行い、紙で保存して

いる文書の削減につなげることを目的として実施するものです。 

  業務委託の内容については、契約相手方と協議し、調査シートを作成した上で、

庁内各課に対する保存文書の調査を行い、調査結果を踏まえた削減の手法の検討支

援のほか、一部文書の試行的な電子化等について委託することを考えております。 

○岡本 宗城委員 新庁舎の庁舎スペースを有効活用するという目的なので、今後こ

のコンサルティング業務において庁舎エリア整備課とも連携取っていきながら、ど

んな執務室のレイアウトになるのかが、多少影響してくるかと思いますので、しっ

かりとした業務委託していただきますようお願いしたいと思います。 

  続いて、予算書１１５ページ、大阪・関西万博こどもの無料招待事業について、

１６６９万３０００円なんですけども、そのうち１４９万３０００円が委託料とし

て計上されておりますけども、この委託事業者及びその委託内容についてどのよう

なものになっているのかお聞かせください。 
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○舩木企画課長 大阪・関西万博こどもの無料招待事業における委託事業者につきま

しては、財政的、事務的な負担軽減を図るため令和６年５月３１日に締結した大阪

府との協定に基づき、大阪府の委託先である株式会社ギフトパッドと契約しており

ます。 

  委託内容につきましては、コールセンター設置運営業務、申請内容確認審査業務、

郵送申請対応業務、入場実績データ管理業務、周知・啓発支援業務でございます。 

○岡本 宗城委員 それでは続いてですね、１２１ページ、シティプロモーション推

進事業について、１６２２万８０００円の計上なんですけども、このシティプロモ

ーションの推進事業の大きな方向性につきましては、公明党の代表質問でお聞きさ

せていただきました。その際ですね、事業実施期間については令和の７年度、８年

度、９年度の３か年で実施するとのことでしたけども、まずこの年度ごとの事業費

の内訳についてお聞かせいただきたいと思います。 

○小西魅力発信課長 令和７年度から９年度までの事業費につきましては、７年度当

初予算及び８年度から９年度の債務負担行為において、総額で３４６５万円を計上

いたしており、各年度１１５５万円を予定しております。 

○岡本 宗城委員 各年度１１５５万円ということなんですけども、あとシティプロ

モーションにつきましては、専門的なスキルを有する事業者へ委託すると代表質問

でも御答弁ありましたけども、この専門的なスキルを有する事業者とはどのような

事業者なのか、これについてお聞かせいただきたいと思います。 

○小西魅力発信課長 事業提案を検討するに当たり、地方公共団体と事業実施実績の

あるＰＲ会社及び広告代理店からの見積書提出を受け、事業内容を調整したところ

であり、現在のところこれらの事業者を想定しております。 

○岡本 宗城委員 ＰＲ会社及び広告代理店ということなんですけども、こういった

事業者とですね、今後力を合わせてアウタープロモーションが本格化することを期

待しておるんですけども。このシティプロモーション、新たな取組を進めるに当た

りましてですね、これまでのシティプロモーション基本方針を読んでみますと、自

分自身ずっとこの方針が策定されてから見ておりますと、ちょっと何か違うのかな

という感覚を個人的に持っておりまして。 

  宮本市長が市長として就任されて、魅力発信課という課が特出しで、課として、

組織として登場しましたけども、イメージとしてはこの門真市の魅力をこの魅力発

信課が中心となって、門真の魅力をＰＲしていくのかなというイメージを持ってた

んですけども、この基本方針の位置づけを見ますとですね、もちろん門真市総合計
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画を基にですね、シティプロモーションの基本方針があって広報をしていってるわ

けなんですけども、もう一つ方針にはですね、各部署の個別の取組を魅力発信して

いくというところで、これは各部署が様々な事業を展開していく中で、もちろんこ

れこの門真の取組が魅力となっていくんですけども、各部署がシティプロモーショ

ンを意識して事業をやっているのかなっていうところはもう一つ薄い感じがしまし

て。 

  例えば各部署でＰＲ動画をつくって各部署が発信しているのかっていうわけでも

なくですね、こういったことについては、魅力発信課がしっかりと取りまとめてで

すね、せっかくこういった看板の課を設置しておるんで、もっともっと前向きに門

真市のＰＲをする課にしていっていただければなというふうにずっと思ってたんで

すけども、これについては一定、何て言いますかね、検証が必要なんかなというふ

うに思っております。 

  今現在、魅力発信課としてですね、このシティプロモーションの課題と対策につ

いてどのように認識されているのか、お教えいただきたいと思います。 

○小西魅力発信課長 課題と対策につきましては、効果的なシティプロモーションを

行うには、魅力発信課のみならず全職員が本市の魅力の収集と発信について常に意

識を持ち、発信の意識づけが必要不可欠であり、この部分を強化していくことが課

題であると捉えております。 

  このため、６年度より魅力発信課におきましては、部局担当制を開始し、庁内各

課の事業等のプレスリリース及びＳＮＳ発信に関するアドバイス等を行い、職員の

意識向上に取り組んでいるところでございます。 

  これらの取組に加え、７年度におきましては本事業の委託内容に、専門家による

職員に対するシティプロモーションへの意識向上を目的とした研修の開催を盛り込

むことも検討しており、全庁的な情報発信に対する意識改革につなげてまいりたい

と考えております。 

○岡本 宗城委員 ありがとうございます。担当部局制を課として開始しているとい

うことなので、各部署が行ってるこの事業についてですね、しっかりと積極的に魅

力発信課が中心となってですね、よりよいこの門真市のやってる事業をですね、も

っともっとＰＲしていって、門真市を知っていただくような取組をしていっていた

だきたいというふうに思っております。これは要望とさせていただきます。 

  続いて、予算書１２３ページ、門真市ふるさと大使推進事業１６０６万８０００

円計上されておりますけども、このふるさと大使推進事業の予算のこの内訳につい
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てお聞かせいただきたいと思います。 

○舩木企画課長 門真市ふるさと大使推進事業の予算の内訳につきましては、ふるさ

と大使としての活動に対する委託料が１６０５万８０００円、新たに委嘱予定のふ

るさと大使が着用するたすき代として印刷製本費が１万円でございます。 

○岡本 宗城委員 ふるさと大使の活動に対する委託料が１６０５万８０００円とい

うことで、これもふるさと大使、門真の魅力発信につながる大きな役割かと思って

おりますので、しっかりとふるさと大使につきましても宣伝していただきますよう、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上で質疑を終わります。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。大西委員。 

○大西 康弘委員 真政会、大西です。私からも令和７年度門真市一般会計予算中、

所管事項について、７点ほど質疑させていただきます。 

  まず最初に予算書３５ページ、行政財産目的外使用料１２９８万８０００円、こ

のうち管財統計課予算については１１７８万７０００円とのことですが、主要なも

のについてお聞かせください。 

○橋川総務部次長兼管財統計課長 行政財産目的外使用料の主要なものにつきまして

は、まず、市役所本庁舎駐車場及び旧第六中学校運動広場駐車場有料化に伴う駐車

場運営事業者より徴収する使用料７２７万５０００円であります。 

  次に、庁舎敷地内に設置する自動販売機１０台に係る占有面積及び売上額に応じ

て、販売機設置事業者３社より徴収する使用料３３９万２０００円であります。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。駐車場運営事業並びに自動販売機設置事

業に関する使用料がメインとのこと。今後も相場や市場調査をしっかりと行ってい

ただきまして、公正で適正な価格設定心がけていただきますよう要望させていただ

きます。 

  次に、８１ページ、不用物品売払収入５２７万３０００円、この内容についてお

聞かせください。 

○橋川総務部次長兼管財統計課長 不用物品売払収入の内容につきましては、各所属

が保有している廃車予定の公用車について、一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

が公表している鉄スクラップの自動車１トン当たりの直近単価を基に官公庁オーク

ションを実施することによって得られる収入を見込んでいるものであります。 

  令和７年度におきましては、消防団の消防車３台、道路作業車１台、ごみ収集車

２台の計６台の官公庁オークション実施を予定しております。 
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  なお、ごみ収集車につきましては、初年度登録年月が平成３０年１月と比較的新

しいことに鑑み、鉄スクラップ単価ではなく車としての買取査定額を基に、１台当

たり２００万円の収入を見込んでおります。 

○大西 康弘委員 不用物品の売払いに関していろいろと工夫していただいています

こと、ありがとうございます。今後も他市の事例や専門家の意見など参考に、不用

物品といっても市民の大切な資産として、市場価格や査定価格などを考慮して適正

な評価を行って処分していただきますよう要望させていただきます。 

  続きまして、３２、３３ページ、地方特例交付金について、７年度予算額は約８

７００万円であり、６年度の約５億３５００万円と比較すると大幅に減少していま

すが、減少している主な理由についてお聞かせください。 

○西川財政課長 地方特例交付金の減少理由についてであります。 

  地方特例交付金の６年度当初予算につきましては、例年交付されております個人

住民税における住宅借入金等特別控除に伴う住宅借入金等特別税額控除減収補填特

例交付金に加え、定額減税に伴う定額減税減収補填特例交付金を約４億４０００万

円見込んでいたため、一時的に増加したものであります。 

  ７年度におきましても、一部の対象者に定額減税を実施することから、引き続き

定額減税減収補填特例交付金が見込まれるものの、その影響額は僅かであることか

ら、交付金額は大幅に減少する見込みであります。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。続きまして、４９ページ、新しい地方経

済・生活環境創生交付金のうち、第２世代交付金の概要についてお聞かせください。 

○舩木企画課長 新しい地方経済・生活環境創生交付金のうち、第２世代交付金の概

要につきましては、今般、地方公共団体が自由度の高い事業を行うことができる交

付金として創設されたもので、産官学金労言など多様な主体が参画し、地域全体に

より持続可能で魅力的な地域の共創に向けて行われる地方公共団体の自主性と創意

工夫に基づいた地方創生に資する地域独自の事業が対象とされ、国における本交付

金の採択に当たっては、事業目的、事業概要、自律性等を勘案して、総合的に審査

されます。 

  また、本交付金の補助率は、地域再生法及びまち・ひと・しごと創生法の規定に

基づき策定した地域再生計画及び第２世代交付金実施計画の実施に要する経費に対

し、２分の１とされております。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。本交付金を活用する事業選定、これの考

え方についてお聞かせください。 
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○舩木企画課長 本交付金を活用する事業選定の考え方につきましては、本交付金の

対象事業として結婚、出産または育児についての希望を持つことができる社会環境

の整備に資する事業、移住及び定住の促進に資する事業などが掲げられております。 

  このことを踏まえ、７年度予算においては、本交付金を申請するに当たり、２事

業の実施計画を提出しております。 

  一つ目は、地域魅力Ｒｅブランディング事業であり、高い知名度や情報発信力を

生かし、文化芸術やものづくり企業の高い技術力など本市の多様な魅力を広くＰＲ

するふるさと大使推進事業及び市外でのイベントを生かし、人、物、情報を集結さ

せ、他都市や世界とのつながりを深め、新たな価値創造を目指す大阪・関西万博推

進事業で構成しており、定住人口及び関係人口の増加につなげてまいりたいと考え

ております。 

  二つ目は、マーケティング手法を活用したシティプロモーション推進事業であり、

これまでの取組の効果検証及びデータ分析により、子育て世帯等のニーズを正確に

捉えるＥＢＰＭ推進事業及び消滅可能性自治体からの脱出を図るため、主に２０代

から３０代までの女性をメインターゲットとした効果的なの魅力の発信や魅力の向

上につなげる取組となるシティプロモーション推進事業で構成しており、若者世代、

子育て世代から選ばれるまちの実現を図ってまいりたいと考えております。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。本交付金の対象事業として、結婚、出産

または育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業、そし

て移住及び定住の促進に資する事業などが挙げられているとのこと。計画されてお

ります二つの事業、これを通じて、若者世代、子育て世代から選ばれるまちの実現

に向けてしっかりと実施していただきますよう要望させていただきます。 

  続きまして、８２ページ、８３ページ、森林環境基金繰入金についてです。その

基金の用途と今般の予算において繰り入れる理由について、また、今後の考え方に

ついてお聞かせください。 

○西川財政課長 森林環境基金は、森林環境譲与税を原資として、木材利用の促進、

普及啓発等を目的に、令和元年度より毎年積立てを行っているものであり、７年度

当初予算におきましては、８年春に開館予定の仮称市立生涯学習複合施設における

国産木材を使用した書架の設置費用に６２５２万３０００円を繰り入れることとし

ております。 

  今後の活用につきましては、森林環境譲与税の配分による基金残高の状況も踏ま

えながら、毎年度の予算編成において検討してまいりたいと考えております。 
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○大西 康弘委員 ありがとうございます。森林環境基金の本市における事業内容、

これに関しましては、今後、建設予定である公共施設の一部木質化に充てるためと

されておりました。今回の国産木材を使用した書架の設置は適切な使途であると考

えております。令和６年度より森林環境税の課税も始まっております。今後も適正

な用途に活用していただきますよう要望させていただきます。 

  続きまして、１１９ページ、ふるさと納税推進事業の歳出額について、歳入額を

どのように算出し、歳出額を計上されているかについてお伺いします。 

○小西魅力発信課長 ふるさと納税寄附金の歳入額２０億円につきましては、６年度

の寄附額が前年度を上回るペースで推移していることに加え、７年度から新たな支

援事業者とポータルサイトのプロモーションの強化、返礼品の拡充を進めていくこ

とを考慮して計上しております。 

  歳出額につきましては、各ポータルサイトで使用料等が異なるため、５年度の各

ポータルサイトへの寄附実績から算出した割合を基に、歳入額２０億円に対する返

礼品代金、送料をはじめとした支援事業者への業務委託料、ポータルサイト使用料

としての通信運搬費等を積算して計上しております。 

  なお、経費となる歳出額につきましては、総務省が定める寄附額に対する返礼割

合が３割以下であること、かつ募集費用総額が寄附額の５割以下との基準を踏まえ

たものであり、引き続き適正な運用を図ってまいります。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。返礼品の拡充とプロモーション強化、こ

れを行っていただいてますとのこと、本当にありがとうございます。 

  今後もふるさと納税寄附金の歳入の増額に向けて、魅力的な返礼品の充実や、ウ

ェブやＳＮＳでの積極的な発信、また、今後も出てくるであろう電子マネーやポイ

ント、モバイルアプリなどの情報もしっかりと収集していただきまして、多様な寄

附方法の提供を行うなど、様々な手法を検討していただきますよう要望させていた

だきます。 

  最後に、４６９ページ、庁用器具費についてお聞かせさせていただきます。 

  備品購入費として庁用器具費として３９８万５０００円が計上されていますが、

購入する庁用器具の内容についてお聞かせください。 

○阿部庁舎エリア整備課長 現在、門真中町ビルの仮庁舎利用に向け、仮移転を行う

部署や各課の配置を検討しておりますが、備品購入につきましては、執務スペース

をより効率的に活用するために、複数のプリンターを重ねて設置するためのプリン

ター台、オープンスペースに複数の打合せスペースを確保するためのパーティショ
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ンや、市民の利便性向上に寄与するキッズスペースの設置に必要な庁用器具の購入

費を計上しております。 

○大西 康弘委員 門真中町ビルを仮庁舎として使用できるよう、施設内の改修工事

が行われることに合わせて庁舎器具の購入を行うとのことですが、その中には市民

のためのキッズスペースの設置なども含まれており、業務改善と合わせて市民目線

でしっかりと安全性、利便性これを確保していただくとともに、市民のための改修

という目線で進めていただきますよう要望させていただきまして、私の質疑を終わ

らせていただきます。ありがとうございます。 

○森  博孝委員長 質疑の途中ですが、間もなく１２時となりますので、この機会

に午後１時まで休憩いたします。 

（休  憩） 

（再  開） 

○森  博孝委員長 委員会を再開いたします。 

  議事に入ります前に、理事者から発言の申出がありますので、これを許可します。 

○西川財政課長 午前中の滝井議員御質疑の減収補填債についての答弁における制度

の説明として、地方財政法○○○に基づく地方債でありますと答弁しておりました

が、地方財政法附則第３３条の５の３に基づく地方債の誤りでございましたので、

訂正させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。 

○森  博孝委員長 ただいまの発言の訂正の申出につきましては許可いたしますの

で、御了承願います。 

  それでは質疑を続行いたします。吉水副委員長。 

○吉水 志晴副委員長 大阪維新の会、吉水です。令和７年度一般会計予算中、所管

事項について質疑いたします。 

  まず初めに、予算書１１７ページのスマートシティ推進事業についてお聞きしま

す。 

  かどまアプリについて、市公式ＬＩＮＥや子育て支援アプリ、かどぴよなどの既

存ツールとのすみ分けについてお聞かせください。 

○舩木企画課長 既存ツールとのすみ分けにつきまして、市公式ＬＩＮＥは市政情報

の発信や各種相談の予約等が行えるツールであり、門真市子育て支援アプリ、かど

ぴよは予防接種のスケジュール管理や子育て情報の発信が行えるツールであります。 

  かどまアプリについては、マイナンバーカードと連携した本人認証基盤としての

統合デジタルＩＤを具備し、セキュリティを担保した上でパーソナライズ化された
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最適なサービスを提供できるツールで、現在のところ、市内で開催するイベント情

報を紹介する機能及び健康管理分野に特化したアプリとしており、現状既存ツール

とのすみ分けはできております。 

  今後につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金活用事業の外部評価で、

健康管理だけではもったいない、かどまアプリの厳格な本人確認ができる強みを生

かした戦略が必要との御指摘もあったことから、健康管理分野以外の既存ツールと

の連携や拡張を検討し、市民の方に利便性が向上したと感じていただけるものにし

てまいりたいと考えております。 

○吉水 志晴副委員長 ありがとうございます。続きまして、１５６ページＩＴ推進

費について質疑させてもらいます。 

  ＩＴ推進費の歳出予算が約２．６億円増加となっていますが、ＩＴ推進費の概要

と主な増加要因についてお聞かせください。 

○花田ＩＣＴ推進課長 ＩＴ推進費の概要についてでありますが、現行の総合行政情

報システムの運用や法改正等に伴うシステム改修、業務用端末や庁内ネットワーク

の整備のほか、標準準拠システムへの移行経費等を計上しております。 

  また、主な増加要因についてでありますが、現行システムを標準準拠システムへ

移行させるために必要となる経費として、令和７年度に実施するデータ移行等に要

する経費や、ガバメントクラウドとの接続設定に要する経費、関連システムとの連

携に必要なプログラム修正など国のデジタル基盤改革支援補助金の対象経費に加え、

標準準拠システムに実装されない機能のうち、実装しないことで市民サービスや職

員業務に大きな支障を来すこととなる帳票出力処理等に係る拡張機能や外付けシス

テムの設計、開発経費等を計上したことによるものであります。 

○吉水 志晴副委員長 標準準拠システムへの移行については、現在、全国の自治体

で作業が進められており、システム移行経費が大きな増加要因であることを理解し

ました。 

  システム標準化により、地方自治体間のデータ連携が円滑になるなど、これまで

以上に業務においてデジタルの利活用が可能になりますが、デジタルを最大限に活

用するためには、デジタルを前提とした業務の見直しが必要になると思います。 

  現状の紙媒体の作業の見直し、いわゆるペーパーレス化の取組が重要と考えます

が、本市の取組についてお聞かせください。 

○花田ＩＣＴ推進課長 ペーパーレス化の取組についてでありますが、ウェブ会議シ

ステムやノートパソコンを活用した会議資料の電子化をはじめ、電子決裁システム
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の導入による文書管理の電子化、行政手続のオンライン化などを通じて推進してい

るところであります。 

  ５年度より、ペーパーレス化の年次目標等を定めた方針に基づき、全庁一体的な

取組を進めているところであり、５年度の複合機印刷面数は４年度比で約３０％減、

６年度におきましても１月末時点において、４年度比で約３４％減となっており、

着実に効果が現れております。 

  デジタル利活用による業務効率化に向けて、引き続きさらなる推進に努めてまい

ります。 

○吉水 志晴副委員長 業務の効率化、引き続きよろしくお願いします。 

  続きまして１６９ページ、防犯対策事業についてお聞きします。 

  ７年度予算に防犯カメラ等借上料として計上している防犯カメラの台数をお聞か

せください。 

○阪本危機管理課長 この防犯カメラ等借上料につきましては、危機管理課が管理し

ている防犯カメラのうち、リース契約により設置している経費でございます。 

  ７年度に新規で設置するものが５０台、既に設置済みのものが５１０台で、合計

５６０台分のリース料を計上しております。 

○吉水 志晴副委員長 現在、市が管理する街中などにある防犯カメラの台数、また、

内訳はどうなっているのかお聞かせください。 

○阪本危機管理課長 現在、市が管理する防犯カメラの台数は５６８台となっており

ます。内訳といたしましては、危機管理課所管のもので、市が設置したものが５１

０台、本市に寄贈されたものが３４台、道路公園課所管で公園に設置のものが２４

台となっております。 

○吉水 志晴副委員長 将来的に計画している、あるいは目標としている防犯カメラ

の台数は何台なのかお聞かせください。 

○阪本危機管理課長 令和４年３月策定の門真市防犯カメラ設置事業基本方針により、

市が管理する防犯カメラについては、令和４年度から１０年以内に８００台設置す

ることを目標としております。 

○吉水 志晴副委員長 目標台数までもう数年かかりますが、防犯カメラは犯罪の抑

止力として効果があると思いますので、目標の８００台に向け頑張っていただきた

いと思います。 

  続きまして、予算書２１６ページからの参議院議員通常選挙費についてお伺いし

ます。 
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  現在、開会中の通常国会の会期に変更が生じなければ、公職選挙法の規定により

今年７月２０日に参議院議員通常選挙が執行される予定とのことですが、次期選挙

の投票率向上に向け実施を予定している選挙啓発の取組についてお聞かせください。 

○北倉行政委員会総合事務局次長 今回の参議院議員通常選挙における選挙啓発につ

いては、昨年執行した２種別の選挙を踏まえ実施したいと考えております。 

  まず、選挙だよりの全戸配布、公用車などへの自動車パネルの設置、公共施設へ

ポスター掲示をするとともに、比較的交通量の多い公共施設のフェンスに横断幕の

設置を予定しております。 

  また、ポスター掲示場に期日前投票所の御案内や、各ポスター貼付の区画内に参

院という選挙種別を記載してまいります。 

  次に、御協力いただける商業施設や商店街においては、ポスター掲示並びに店内

放送やデジタルサイネージの活用による啓発を行う予定としております。 

  これらに加えて、公示日以後、期日前投票期間中においては、公用車や防災無線

を活用した啓発放送の実施を予定しております。 

  今後におきましても、投票率の向上につながる取組について、他団体における先

進事例を調査研究してまいりたいと考えております。 

○吉水 志晴副委員長 ありがとうございます。続きまして、４１９ページ、大阪モ

ノレール門真市駅・（仮称）門真南駅間新駅設置事業についてお伺いします。 

  大阪モノレール延伸事業について、昨年の４月に完成予定が遅れるとの発表があ

りましたが、これ以上の遅延が起こる懸念はないのかお聞かせください。 

○長光地域整備課長 大阪モノレール延伸事業は、大阪府が事業主体となっており、

令和６年４月の公表によりますと、駅舎の基礎工法の変更による施工期間の長期化

により完成予定が令和１１年から１５年度に延期するとのことでした。 

  現在のところ、これ以上の遅延については発表されておりません。 

○吉水 志晴副委員長 駅舎へのアプローチする際、ららぽーと側からは駅舎へ直結

するのか、また、守口市方面からのアプローチ方法についても教えてください。 

○長光地域整備課長 駅舎へのアプローチ方法でありますが、ららぽーと側からは２

階出入口と駅舎の改札階とをデッキでつなぐことにより、駅舎とららぽーと門真を

直結する計画となっております。 

  守口市方面からは、大阪中央環状線を横断歩道で西から東に渡り、階段及びエレ

ベーターで２階の駅舎改札階へアプローチできるよう、現在、当該横断歩道の設置

について、道路管理者である大阪府及び交通管理者である府警本部とそれぞれ設置
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許可に向けた協議を行っております。 

○吉水 志晴副委員長 ららぽーと門真の運営主体である三井不動産株式会社と本市

は令和５年１月１７日に災害時における支援協力に関する協定を締結し、有事の際、

ららぽーと門真内の利用可能なスペースを一時避難場所としての活用が可能となり、

殿島町方面から一時避難所への速達性も向上することから、横断歩道の設置は非常

に有効と思われますので、早期の実現に向けて強く推進していただくよう要望いた

します。 

  続きまして、予算書４２１ページの門真南ルート運行事業についてお伺いします。 

  門真南ルートワゴン型バスについて、次年度から運行ルートの拡充を計画してい

るとのことですが、どのように拡充される予定なのか、また、スケジュールについ

てもお聞かせください。 

○長光地域整備課長 運行ルートについてでありますが、車内アンケート等の結果を

踏まえ、市役所やららぽーと門真等を経由するとともに、バス路線が脆弱である東

西横軸の移動を確保する新たな市内循環ルートの構築を予定しております。 

  また、帰宅時の利用を考慮し、最終バスのダイヤを繰り下げるなどの改善を図る

予定であります。 

  スケジュールについてでありますが、３月１４日に開催する門真市地域公共交通

会議での諮問、答申を受け、運輸局の運行許可を経て、７月からの運行開始を目指

してまいります。 

○吉水 志晴副委員長 運行経費について、広告スポンサーを募るなど、収益を確保

することも考えられますが、市の考え方をお聞かせください。 

○長光地域整備課長 広告収入を運行経費の一部に充てることは効果的であると認識

しており、バスに企業広告のラッピングを施すなどの事例が見受けられます。今後、

ルート拡充により、バスが市民の目に触れる機会も増加することから、広告収入の

可能性について、他市の状況など調査研究してまいります。 

○吉水 志晴副委員長 予定どおりなら７月からルートの拡充で運行されるとのこと

です。市民の皆さんも期待しています。ぜひよろしくお願いいたします。 

  続きまして、４６１ページの地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業につい

てお伺いします。 

  西部地区の優先主要生活道路整備事業の進捗状況、今後の予定についてお聞かせ

ください。 

○長光地域整備課長 令和６年度につきましては、建物補償として３棟を契約し、道
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路用地として４画地、約２５９㎡を契約しており、進捗率は全体面積の約７３％で

ございます。 

  今後につきましても、引き続き地権者との交渉を丁寧に進め、地震時等に著しく

危険な密集市街地の解消に努めてまいります。 

○吉水 志晴副委員長 石原北・大倉西地区の進捗状況、今後の予定についてもお聞

かせください。 

○長光地域整備課長 石原北・大倉西地区につきましては、土地区画整理事業を想定

しており、令和５年度に２回の勉強会を開催しております。 

  その後、土地区画整理事業の説明会を６年９月に開催するとともに、権利者を対

象に意向調査を実施しており、１２月には６名の方による門真市石原北・大倉西土

地区画整理組合設立発起人会が結成され、これまでに４回開催されております。 

  今後につきましては、当初３月に予定しておりました準備組合の設立が意向調査

の結果を踏まえると秋頃にずれ込む見込みであることから、そのスケジュールや土

地区画整理事業の説明会を３月１２日に開催する予定であります。 

  引き続き権利者の皆様に丁寧な説明を行い、土地区画整理事業の理解をより深め

ていただき、合意形成が図れるように努め、早期の準備組合設立を目指してまいり

ます。 

○吉水 志晴副委員長 西部地区については、密集市街地の解消にある程度めどがつ

いてきたのかなと思います。石原北・大倉西地区はこれからです。権利者、地元の

皆様とともに、よりよいまちづくりができるようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、４２３ページ、交通安全対策事業についてお伺いします。 

  令和５年４月より道路交通法の一部改正によって、自転車ヘルメット着用が努力

義務となりましたが、本市の自転車ヘルメットの着用率と着用率向上の取組をお聞

かせください。 

○橋本道路公園課長 ヘルメット着用率につきましては、１年前のデータではありま

すが、大阪府警察本部によりますと、令和６年１月から３月までの期間に、府内６

９か所においてヘルメット着用率調査を実施したところ、門真警察署管内における

ヘルメット着用率は１．７％であり、大阪府全体では５．８％と聞き及んでおりま

す。 

  また、ヘルメット着用率向上の取組といたしましては、本市ホームページや広報

などを通じて広く市民に周知するとともに、全国交通安全運動などの機会を通じて、

ヘルメット着用の啓発を行っております。 
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○吉水 志晴副委員長 次に、自転車の通行ルールについてお伺いします。 

  自転車の安全な通行を施す矢羽根型路面標示が設けられている道路が市内で見受

けられるものの、自転車の逆走により通行の安全性が危惧されます。 

  そこで自転車通行ルールの周知については、どのように取り組んでいるのかお聞

かせください。 

○橋本道路公園課長 自転車の通行ルールの周知につきましては、先ほど御答弁申し

上げました全国交通安全運動期間において、交通安全啓発物品の配布と併せて自転

車利用に対するマナーを周知するとともに、自転車マナーアップ月間などのキャン

ペーン等においても、自転車逆走防止をはじめとした交通ルール遵守の周知に取り

組んでおります。 

  今後も、あらゆる機会を通じて自転車の通行ルールについて周知啓発に取り組ん

でまいります。 

○吉水 志晴副委員長 これは、ちょっともしかしたら所管が学校教育のほうになる

んかも分かりませんけども、さきの代表質問でこれからの中学校の部活での移動は

自転車も考えているとの答弁があったと思います。学校教育でもヘルメット着用の

意義、通行ルール等の再周知、教育を要望したいと思います。 

  続きまして、４３５ページ、市街地再開発事業補助金についてお伺いいたします。 

  門真市駅前地区市街地再開発事業について、現在の状況について教えてください。 

○白川都市政策課長 現在の状況についてですが、門真市駅前地区市街地再開発準備

組合において、施設計画等の基本設計を進めるとともに、本組合設立に向けた同意

書を取得するための個別ヒアリングを進められております。 

○吉水 志晴副委員長 現在、準備組合で基本設計を実施中とのことですが、現時点

での再開発事業で建築する施設計画を教えてください。 

○白川都市政策課長 現時点での施設計画につきましては、４３階建ての住宅棟、４

階建ての商業棟、駐車場棟が計画されています。 

○吉水 志晴副委員長 今後のスケジュールについてお聞かせください。 

○白川都市政策課長 今後のスケジュールにつきましては、区分所有者から法定要件

以上の同意書を取得後に、大阪府へ市街地再開発組合設立認可申請を行う予定であ

ります。 

  組合設立認可後は、７年度に権利変換計画認可、８年度からは除却工事に着手し、

１４年のまち開きを目指しており、引き続き円滑な事業推進がなされるよう準備組

合を支援してまいります。 
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○吉水 志晴副委員長 施設計画では、商業棟、住宅棟、駐車場棟が予定されている

ということですが、過去に拝見した駅前広場の整備イメージ図では、京阪門真市駅

と再開発建物が直接デッキで接続されており、接続されることで回遊性の向上等が

図られると思いますので、ぜひとも実現できるよう進めていただきたいと思います。 

  また、令和８年度から工事が着工されるということで、現在、門真プラザで営業

されている店舗や住宅の仮設店舗、仮住居が必要になり、また、工事中は通学路の

確保など安全対策も必要になってくると思いますので、事業の推進、安全対策がな

されるよう、市がしっかりと組合に対して支援するよう要望します。以上で質疑を

終了します。 

○森  博孝委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第２５号中、所管事項を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第２５号中、所管事項は原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第２６号、令和７年度門真市国民健康保険事業特別

会計予算中、所管事項を議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第２６号中、所管事項を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第２６号中、所管事項は原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第２７号、令和７年度門真市都市開発資金特別会計

予算を議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第２７号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第２７号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第２８号、令和７年度門真市後期高齢者医療事業特

別会計予算中、所管事項を議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第２８号中、所管事項を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第２８号中、所管事項は原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第２９号、令和７年度門真市介護保険事業特別会計

予算中、所管事項を議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第２９号中、所管事項を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第２９号中、所管事項は原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第３２号、門真市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 
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  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第３２号を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第３２号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、議案第３３号、令和７年度門真市一般会計補正予算（第

１号）中、所管事項を議題といたします。 

  直ちに本件に対する質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これより議案第３３号中、所管事項を採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  御異議なしと認めます。よって議案第３３号中、所管事項は原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  以上をもって、付託議案の審査は終了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、所管事項について報告の申出がありますので、発言を許

可します。 

○宮口総務部長 私から職員の処分につきまして、３件御報告申し上げます。 

  まず１件目の事案概要といたしましては、環境水道部上席主査が令和４年度から

固定資産税等を滞納したことにより、６年５月に本市に債権差押通知書が届き、公

的債権の滞納が発覚したものであります。 

  次に、２件目の事案概要といたしましては、環境水道部主査が６年９月２４日か

ら１２月１１日までの５５日間、正当な理由がないにもかかわらず欠勤を続けたも

のであります。 

  次に、３件目の事案概要といたしましては、まちづくり部係員が６年１２月１０

日から２４日までの間に９日間、正当な理由がないにもかかわらず欠勤したもので
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あります。 

  処分についてでありますが、今回の３件は率先して法令を遵守すべき公務員とし

て到底許される行為ではなく、市の信用を失墜させる行為であることから、門真市

職員分限懲戒審査会での審議を経て、１件目の公的債権の滞納の件につきましては、

６年１２月２６日付で戒告、２件目の欠勤の件につきましては、７年１月３１日付

で免職、３件目の欠勤の件につきましては、７年２月１４日付で減給１０分の１、

１か月の懲戒処分をそれぞれ行っております。 

  また、担当部長以下、管理職の１０名につきましても、厳重注意処分及び注意処

分を当日付で行い、同日付でプレスリリース及び市ホームページにて公表しており

ます。 

  今回の事案により、議員各位をはじめ、市民の皆様の信頼を大きく損ねることと

なり、深くおわび申し上げますとともに、再発防止に向け改めて服務規律の確保に

ついて全職員に徹底を図ってまいります。誠に申し訳ございませんでした。 

○艮まちづくり部長 続きまして、私より２件の訴訟につきまして御報告申し上げま

す。 

  まず、土地所有権確認請求事件についてであります。 

  本件は、令和５年２月９日付で上野口町地内の土地所有者が、本市を被告として

大阪地方裁判所に土地所有権確認請求事件として訴訟を提起されたものでございま

す。 

  請求の趣旨でございますが、原告が占有する当該土地につきましては、国所有で

あった水路敷で昭和４２年に当時の管理者である大阪府と境界確定が済んでいたも

のの、その境界は誤ったものであり、原告が現在占有している部分までが所有地で

あると主張し、その確認を求めてきたものでございます。 

  裁判の経過につきましては、令和６年１１月２２日の第２回口頭弁論をもって結

審し、７年１月３１日に原告の請求は理由がないことからこれを棄却する判決が言

い渡されました。 

  判決を受け、原告側は２月６日付で判決内容を不服として大阪高等裁判所に控訴

されたことから、引き続き訴訟代理人弁護士と十分協議調整の上、適切に対応して

まいりたいと考えております。 

  次に、境界確定等請求事件についてであります。 

  本件は、令和７年１月１６日付で打越町地内の土地所有者が、本市を被告とし、

大阪地方裁判所に境界確定等請求事件として訴訟を提起されたものでございます。 
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  請求の趣旨でございますが、原告所有の土地と東側市道及び西側水路敷との境界

確定等を求めてきたものでございます。 

  裁判につきましては、３月５日に第１回口頭弁論が行われ、引き続き訴訟代理人

弁護士と十分協議調整の上、適切に対応してまいりたいと考えております。 

  以上、誠に簡単ではございますが、２件の訴訟についての御報告とさせていただ

きます。 

○森  博孝委員長 以上で報告は終わりました。 

  報告事項に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

  これをもって、所管事項についての報告を終了します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、まず、内

海委員の発言を許可します。内海委員。 

○内海 武寿委員 １点通告しておりましたので質問させていただきます。 

  感震ブレーカーについてお伺いしたいと思います。 

  この感震ブレーカーというのは、地震に伴う電気機器からの出火を防ぐため、強

い揺れを感知すると自動的に電気を遮断するブレーカーのことです。 

  総務省の消防庁は、昨年の１０月３１日に感震ブレーカーの普及に向けた検討会

の初会合を行いました。１月の能登半島地震で起きた石川県輪島市の大規模火災を

教訓に、住宅などへの設置を促す対策を取りまとめていこうという方針だそうです。 

  この大規模火災は、電気機器や電気関係の配線などが発火する電気火災が原因と

考えられており、住宅や店舗約２４０棟が焼失する甚大な被害をもたらしました。 

  また、阪神・淡路大震災や東日本大震災では、原因が特定された火災の半数は、

この電気火災というふうに言われております。 

  ２０２２年の内閣府世論調査によれば、感震ブレーカーを設置していると回答し

た人は、僅か５．２％。背景には認知度の低さや出火防止効果を実感しづらいとい

うことが挙げられております。 

  この地震などの災害時に火災を防ぐために、感震ブレーカーが大変有効だと思う

んですけれども、感震ブレーカーの設置について助成制度などがあるのでしょうか。 

 また、現状の取組についてお伺いいたします。 

○阪本危機管理課長 感震ブレーカーの設置助成につきましては、令和７年度までで
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ありますが、大阪府において関係団体の公益財団法人大阪府都市整備推進センター

と連携し、密集市街地の地域活動支援として設置助成がされております。この助成

は、密集市街地の自治会などに対して、原則、自治会などの加入世帯の５０％以上

の世帯が感震ブレーカーを設置する場合に、購入費などについて２０００円を限度

に、助成されるものであります。 

  本市においては、北部地区の密集市街地の自治会などで防災講話などを催すとき

は、大阪府と連携し、感震ブレーカーの周知や設置の啓発を行うとともに、助成制

度の案内なども併せて行っており、既に市内の一部自治会において、当該助成を受

けて設置されたところがございます。 

○内海 武寿委員 ありがとうございました。内閣府が１９年に公表した南海トラフ

地震の被害想定っていうのがあるんですけれども、感震ブレーカー設置率を１０

０％、仮にですけど１００％に高めると火災による死者が約１万４０００人から、

半数以下に減るというふうに推察されております。 

  先ほど答弁ありましたとおり、７年度までの助成ということで、大阪府が行って

いるということで一定の条件もあるっていうことです。ただ、購入費用２０００円

を限度ということでちょっと少ないなというふうに感じるんですけれども、調べて

みますと安いものから、高いものまで、家のブレーカーと一体になってるものとか、

いろいろあります。 

  先ほど申し上げましたとおり、大きな効果があるというふうに考えますので、周

知啓発、普及に向けて頑張っていただきたいと思います。 

  また、先ほどの答弁の中でも大阪府と連携して周知や設置の啓発を行うというふ

うにありましたので、あらゆる機会に訴えていただきたいなというふうに思います。

以上です。 

○森  博孝委員長 次に、大西委員の発言を許可します。大西委員。 

○大西 康弘委員 真政会、大西です。通告に従いまして、２点質問させていただき

ます。 

  まず最初に、府道八尾枚方線の自転車通行空間整備についてお聞きします。 

  府道八尾枚方線の自転車通行空間整備については、令和６年第３回定例会、総務

建設常任委員会において、大東市境から寝屋川市境までの区間の６年度内の着手に

向け、警察等の関係機関との調整及び発注に向けた手続を大阪府が進めているとの

ことでしたが、現在の進捗状況についてお聞かせください。 

○橋本道路公園課長 府道八尾枚方線の自転車通行空間整備についてでありますが、
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大阪府枚方土木事務所によりますと、委員御指摘の区間については、関係機関との

調整内容を踏まえ、令和７年度内の整備に向けて調整を進めているとのことであり

ます。 

  なお、同区間については大阪府自転車通行空間１０か年整備計画案の事業箇所に

位置づけられていることから、同計画の計画期間の最終年度である７年度内の整備

に向けて調整を進めるものと聞き及んでおります。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。今後も市民が注目する整備計画として、

フォローのほうよろしくお願いいたします。 

  続きまして、道路損傷等の通報についてお聞きします。 

  市が管理する道路において、道路損傷等の通報は、今年度でこれまで何件ぐらい、

どのような方法で受付されているのか、お聞かせください。 

○橋本道路公園課長 令和６年度のうち、集計済みの７年２月末までの道路損傷等の

通報件数につきましては約８８０件ありました。 

  また、通報の方法につきましては、電話が約６００件、窓口が約２４０件、本市

のお問合せメールが約２０件、令和４年度から始めているＬＩＮＥによる通報が約

２０件でありました。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。御答弁いただいた通報手段のうち、ＬＩ

ＮＥによる通報については、写真や位置情報、これが添付でき早期対応につながる

と聞いております。通報の方法や市の考え方、これについてお聞かせください。 

○橋本道路公園課長 ＬＩＮＥによる通報につきましては、道路の陥没などの不具合

を見つけた際に、市公式ＬＩＮＥのリッチメニューのトップにある通報から写真と

位置情報を市に送ることができるものであります。 

  通報の方法は、道路、公園等の通報する事象について選択し、写真、位置情報、

写真の撮影日時及び通報内容の詳細について入力いただくものとなっております。 

  委員お示しのとおり、写真や位置情報が通報を受信した時点で正確に把握できれ

ば、より早期の対応が可能となることから、多くの方々に御認識、御活用いただき

たいと考えております。 

○大西 康弘委員 ありがとうございます。ＬＩＮＥによる通報により、通報を受信

した時点で詳細な情報も確認でき、早期の対応につながるとの御答弁をいただきま

した。 

  市民サービスの向上のためにも、ＬＩＮＥによる通報をより一層活用いただける

よう、周知等取り組んでいただきたいと要望させていただきます。ありがとうござ
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います。 

○森  博孝委員長 次に、吉水副委員長の発言を許可します。吉水副委員長。 

○吉水 志晴副委員長 通告に従い質問させていただきます。公共工事並びに工事に

関する設計等の業務委託に係る入札についてお聞きします。 

  現在の物価が上昇している状況において、入札参加者がいないなどの理由により、

入札不調が起きてしまった場合、契約時期が遅れることにより、工事金額や委託料

が高くなってしまうことや、完成時期が遅れてしまうことが考えられ、市にとって

影響が大きいと考えますが、参加者がいないことの原因としてはどのようなことが

考えられるのかお聞かせください。 

○才木総務課長 参加者がいないことによる入札不調の原因としましては、様々な要

因が考えられるため特定することは困難でありますが、例えば業者が見積工事金額

または委託料よりも予定価格が低いこと、業者が必要と考える工事期間または設計

期間よりも履行期間が短いこと、発注する時期によっては、業者が繁忙により履行

に係る人員を配置できないことなどが考えられます。 

○吉水 志晴副委員長 原因を特定することは困難であるとのことでありますが、今

後、入札不調を防ぐための改善策はどのように考えているのかお聞かせください。 

○才木総務課長 入札不調を防ぐための改善策としましては、令和５年４月１日以降、

電子入札、郵便入札に限ってではありますが、入札参加者が１社の場合であっても

入札は成立するようにしており、今後におきましても、発注する時期をできるだけ

前倒しにすることで、人員や履行期間を確保しやすい内容とすることや、履行期間

等が適切なものとなっているか確認することを事業担当課と協議しながら、入札不

調の防止に努めてまいります。 

○森  博孝委員長 以上で、通告による質問は終わりました。 

  これをもって所管事項に対する質問を終了します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○森  博孝委員長 以上をもって本委員会の審査は全部終了しました。 

委員並びに理事者各位には、円滑な議事運営に御協力いただき、誠にありがとう

ございました。閉会に当たり、宮本市長の御挨拶があります。 

○宮本市長 閉会に当たりまして、一言御礼申し上げます。 

  委員各位には、熱心かつ慎重に御審査を賜り、お願い申し上げました案件につき

ましては、全て原案のとおり御決定賜り心から御礼申し上げます。 

  この後、本会議におきましても原案のとおり御決定いただき、今後とも皆様方の
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温かい御支援を賜りますようお願いを申し上げ、閉会の御挨拶といたします。誠に

ありがとうございました。 

○森  博孝委員長 これをもって本委員会を終了いたします。 

 午後１時４０分 閉会 

以  上 
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